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   午前10時開会 

○烏野隆生議長 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 まず、議員出席状況を事務局長から報告

させます。 

○髙井哲也事務局長 

 本日の議員出席状況を御報告申し上げま

す。 

 ただいまの出席議員は22名です。 

 なお、欠席届のありました議員は２名で

す。 

 以上、報告を終わります。 

○烏野隆生議長 

 次に、本日の会議録署名者を会議規則第

81条の規定により、私から４番高比良議員、

５番河合議員を指名します。 

○烏野隆生議長 

 これより日程に入ります。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 まず、田中議員。 

   （９番 田中市子議員登壇） 

○９番 田中市子議員 

 おはようございます。日本共産党の田中

市子でございます。通告に従いまして一般

質問に参加いたします。 

 １つ目の質問は、孤独・孤立対策につい

てであります。 

 労働者の非正規化などによる雇用破壊と

格差の拡大、競争教育、インターネットの

普及、人口減少、少子高齢化といった社会

状況の変化に加え、コロナ禍以降、在宅勤

務やオンライン授業の増加などにより、対

面コミュニケーションの減少や、１人で過

ごす時間が増え、孤独、孤立の問題は一層

深刻になっています。そのことが、いじめ

や不登校、虐待、自殺や孤独死など深刻な

事態を生み出すことにつながっています。

その上、異常な物価高で生活苦を訴える方

も増えています。 

 このような中、本市でも母親の首を絞め

て殺害したとして自首をした男性が逮捕さ

れるという痛ましい事件が起きました。お

金の関係で生きていくのがしんどくなった、

母親を殺して自分も死のうと思ったなどと

警察に話していたということです。近所付

き合いなどがなかったわけではないようで

す。どこかで誰かに相談できていたらと悔

やまれる事件でした。 

 孤独、孤立の問題に関しては、大阪府が

令和５年３月に孤独・孤立対策推進指針の

策定をし、また、国でも孤独・孤立対策推

進法の施行が令和６年４月より始まり、重

点計画も６月に公表されました。そこで、

本市の孤独・孤立対策について、現状認識

はどのようなものであるかをお尋ねします。 

 続いて、移動支援についてお尋ねします。 

 ガイドヘルパーという言葉のほうがなじ

みがあるのではないかと思います。１枚目

の横長の資料を御覧ください。障害のある

方の移動を支援するサービスは５種類あり

ますが、居宅介護とか重度訪問介護、同行

援護、行動援護といったほかの４つのサー

ビスが個別給付、つまり障害者総合支援法

によるサービスであるのに対し、移動支援

は地域生活支援事業、つまり、市町村が実

施主体となり、地域の特性や利用者の状況

に応じ柔軟な形態により計画的に実施する

事業となっています。障害のある方の必要

不可欠な外出、社会参加のための移動を支

援するものです。 

 障害のある方にとって、余暇活動など自

由に外出できるような支援は、地域でその

人らしく普通に生活する上で非常に重要な

ことです。まずは令和４年度から令和６年

度上半期までの利用者数と利用時間につい

て、障害種別ごとに教えてください。 

 壇上での質問は以上とし、以下、自席に

て質問させていただきます。 
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○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 まず、孤独・孤立対策についてでござい

ますが、孤独、孤立の問題は、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により、より一層

社会問題となっており、加えて単身世帯の

増加も予測されていることから、今後ます

ます深刻化することが懸念されております。 

 現状の認識でございますが、孤独、孤立

の状態は人生のあらゆる場面で誰にでも生

じ得るものであり、孤独、孤立の感じ方や

捉え方も人によって多様であるため、画一

的な対応はできません。また、孤独、孤立

は当事者個人の問題ではなく、社会環境の

変化により孤独、孤立を感じざるを得ない

状況に至ったもので、社会全体で対応しな

ければならない問題であります。 

 現在実施している施策に孤独・孤立対策

の視点を取り入れていくことなどを基本と

して、相互に支え合い、人と人とのつなが

りが生まれる社会を目指していくことが重

要であると認識しているところでございま

す。 

 現状、本市が実施している様々な事業は

孤独・孤立対策との関連性も強いですが、

今後より一層、本対策を意識し取り組んで

いくことが必要であると考えているところ

でございます。 

 次に、移動支援の利用者の実人数及び総

利用時間についてでございますが、令和４

年度は、身体障害者312人で、利用時間は４

万2639時間。知的障害者282人で、利用時間

は３万3309時間。精神障害者329人で、利用

時間は４万2239時間。難病の方13人で、利

用時間は1527時間。障害児41人で、利用時

間は2773時間。令和５年度は、身体障害者

314人で、利用時間は４万5383時間。知的障

害者304人で、利用時間は３万8330時間。精

神障害者354人で、利用時間は４万9385時間。

難病の方13人で、利用時間は1140時間。障

害児40人で、利用時間は3009時間。令和６

年度は４月から９月までの上半期で、身体

障害者274人で、利用時間は２万1413時間。

知的障害者290人で、利用時間は２万625時

間。精神障害者333人で、利用時間は２万

6313時間。難病の方15人で、利用時間は943

時間。障害児38人で、利用時間は2019時間

となってございます。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 それでは、孤独、孤立の問題から再質問

させていただきます。 

 孤独、孤立は個人の問題ではないので社

会全体で対応しなければならないこと、ま

た、対応も画一的ではなく、それぞれに合

ったものにしなければならない、そして現

在実施している施策に孤独・孤立対策の視

点を一層取り入れていく必要があるとの認

識をお示しいただきました。 

 孤独、孤立の問題は人生のあらゆる場面

で誰にでも生じ得るものであるとお答えい

ただきましたように、子供、子育てや青少

年、中高年、高齢者、障害児者と、全ての

世代や分野にわたっています。また、それ

らに関わる相談機関は、現状、本市には地

域包括支援センターや障害者の委託相談支

援事業所、こども家庭すこやかセンターな

ど複数ありますが、例えば物価高騰の今増

えている生活困窮者の相談機関である自立

相談支援センターについては、孤独、孤立

に対してどのような相談を行っているのか、

具体的にお示しください。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 自立相談支援センターの役割は、生活困
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窮の状態にある方に対して生活保護受給に

至る前の段階で支援を行うことによって、

課題がより複雑化、深刻化する前に自立の

促進を図ることでございます。 

 生活困窮者が抱える課題は様々ですが、

周囲の人や地域社会からの孤立により困窮

状態に陥るケースもあれば、困窮状態に陥

ることにより、他者とのつながりが薄れ、

困窮状態がさらに悪化することもございま

す。 

 当センターでは、孤独、孤立を一義的に

捉えるのではなく、家族からの独立、地域

からの孤立といったケースも想定し、医療

機関への受診同行や就労体験といった手法

により、その方に適した支援を実施してお

ります。 

 また、ひきこもり支援も実施しており、

アウトリーチによる支援を行っております

が、例えば80歳代の親と50歳の息子さん世

帯において、息子さんがひきこもり状態で

あるにもかかわらず、お母さんが相談を拒

み、隠すといった事例もございました。背

景には、息子さんは就職氷河期世代でもあ

り、本人の努力ではどうしようもない状況

であることや、ひきこもりに対する偏見が

まだまだ社会に残っているため、相談する

ことをためらっていたものでございます。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 自立相談支援センターによる、ひきこも

りの方、80代の親御さんと50代の息子さん

のアウトリーチの支援について具体的に御

紹介いただきました。生活困窮やひきこも

りなど、社会から偏見を持たれていること

についてはなかなか相談しにくいものです。 

 大阪府の孤独・孤立対策推進指針では、

孤独、孤立の対策を進める上での大きな課

題として、次の３つを挙げています。 

 １つは、外部からの発見の困難性。個人

の内面に関わることなので、第三者から発

見することは難しい。２つ目には、支援の

困難性、相談のハードルの高さ。相談窓口

を知らないとか相談することをためらうと

いったことなど。３つ目が課題の複合性で

す。今のケースもそうですけれども、当事

者、家族などを取り巻く状況が複合的かつ

個別性が高いため、１つの視点からの支援

では解決に導くことが難しいということが

言われています。 

 御紹介いただいた自立相談支援センター

の対応も、これらの課題を踏まえた支援で

あるというふうに感じました。また、冒頭

で申し上げました本市の事件などを見まし

ても、この３つの課題を解決していくこと

の難しさと大切さというのを痛感します。 

 それでは、自立相談支援センターで、孤

独・孤立支援についての視点で課題と思え

ることや、より一層強化していく点などが

あればお示しください。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 孤独、孤立は様々な世代で起こり得るも

のでございますが、特に自立相談支援セン

ターでは、相談者は20代から60代までが中

心となっており、経済的自立、社会生活の

自立等を目指しているところでございます。 

 あわせて、孤独、孤立の課題を解消しな

い限り、自立を阻害する要因を抱えたまま

になりますので、継続的に自立状態を維持

するためにも、孤独・孤立対策の視点を取

り入れた支援が必要でございます。 

 また、さきに答弁いたしましたように、

社会には、ひきこもりに対する偏見がまだ

まだ残っており、社会全体で意識を変えて

いくことが求められております。令和７年

１月には福祉総合センターでひきこもり支
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援セミナーの開催を予定しておりまして、

ひきこもりに対する理解を促進し、市民啓

発に努めているところでございます。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 自立相談支援センターで対応する世代に

とっては、継続的な自立状態の維持という

こと、そのためにも孤独・孤立対策の視点

を取り入れることの大切さが話されました。 

 また、今回計画されているひきこもり支

援セミナーは、周りの方の意識を変えると

ともに、当事者や家族などにとって相談の

ハードルを下げていくというためにも大変

有効と思いますので、ぜひ幅広い方々に参

加していただけるよう、周知をよろしくお

願いいたします。 

 さて、孤独・孤立対策は、先ほど部長か

ら答弁いただいたとおり、単身世帯の増加

などもあり、ますます深刻化するものと予

想されます。最後に、今後、市としてどの

ように取り組んでいこうと考えているのか

お示しください。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 孤独・孤立対策を推進するに当たり、ま

ずは、関連性の強い重層的支援体制整備事

業の開始を進めてまいりたいと考えてござ

います。重層的支援体制整備事業の推進が

目指す地域共生社会の実現は、孤独・孤立

対策が目指す方向性と同じくするものでご

ざいまして、さらに、包括的支援体制の構

築に向けた取組は、孤独、孤立の問題や、

そこから生じ得るさらなる問題に至ること

を防ぐ予防にもつながるものでございます。 

 また、岸和田市地域福祉計画は福祉分野

の上位計画と位置づけられておりますので、

次期計画の改定時には孤独・孤立対策推進

法の理念を取り込みまして、各種事業に反

映できるよう努めてまいります。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 まずは重層的支援体制整備事業を、まだ

開始されていないので、開始していくとの

ことでした。これまでもほかの議員から、

この重層的支援体制の整備ということにつ

いては様々に質問などもありましたが、重

層的支援体制の柱の１つに、地域共生社会

の実現のため縦割りを解消していこうとい

うことがあります。この縦割りの解消は、

誰一人取り残さない支援体制づくり、孤独、

孤立の問題のために欠かせないことだと思

います。ぜひ、この重層的支援体制整備事

業の開始が一日も早く行われることをお願

いいたします。 

 また、今実際に起こっている孤独、孤立

の問題、私たちの周りにもそういった問題

が目に見えない中で起こっていると考えら

れます。当事者や家族にとっては本当に深

刻な問題です。こういった問題に対し、縦

割りを排して、アウトリーチなども含めた

発見、そして相談のハードルを下げるため

の周知や柔軟な相談の受入れ、複合的で個

別性が高い相談を解決に導くための連携や

専門性を高めて対応していただくことを要

望して、孤独・孤立対策に対する質問は終

わります。 

 続いて、移動支援について質問いたしま

す。 

 利用者、また利用時間をお示しいただき

ました。利用者は増加傾向ですが、知的障

害者や精神障害者の方たちの利用に比べる

と、身体障害者の利用が増えていないとい

うふうに思います。その背景には、身体障

害のある方の移動支援は、介護者の負担が

大きい割には報酬単価が安いと。事業所と
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しても受けるところが少ないという状況が

あると考えられます。 

 資料２を御覧ください。２枚物になって

いますが、大阪府下の各自治体と近隣の他

府県の移動支援の単価などを書いています。 

 もともと移動支援の単価は安くて、本市

では１時間1800円で、最初の１時間には初

動加算として600円がプラスされます。しか

し、利用者の自宅までの行き帰りの時間や

交通費、計画書や報告書を作成したりする

のに要する時間は含まれません。初動加算

というのがそれに当たるような形でしてい

るのかもしれませんが。 

 また、移動支援は外での支援なので、身

体介護のあるなしにかかわらず、非常にリ

スクの多い支援です。突発的なことがいつ

起こるか分かりません。事故の危険や天候

の変化、電車が遅れるなどの想定外の出来

事に柔軟に的確に判断して支援していくこ

とが求められます。 

 身体介護が必要な方の場合は、車椅子を

押しての移動、トイレ介助など身体介護を

安全に行えるよう、本市では全身性ガイド

ヘルパーの資格が必要とされています。こ

ういった専門性があるということは、利用

者からは大変安心できるものになってはお

ります。 

 ちなみに、居宅介護で身体介護を行う場

合、入浴の支援であったりとかおうちでの

トイレ介助とか、そういったものを行う場

合は30分以上１時間未満で404単位、これは

大体4040円になりますので、おおよそ倍の

報酬になると。事業所としては、移動支援

よりも居宅の身体介護を受けたいと考える

のは仕方がないと思われます。 

 最低賃金や介護報酬は、徐々にですが、

上がっておりますが、移動支援の報酬は長

年変わっていません。物価や人件費が高騰

している中、報酬単価を見直していかなけ

れば、人材を確保することもますます困難

になっていきます。 

 ある利用者、この方は外で車椅子を自走

することはできません。自宅の中だったら

動ける程度です。なので、ガイドヘルパー

なしの外出はできないという状況なんです

けれども、ガイドヘルパーの時間を月20時

間支給されていますが、使い切れていませ

ん。それは、平日は作業所などもあると。

ただ、一番外出したいと思うのは土日。ま

とまった時間に行きたいと思っても、ヘル

パーがいないとのことで利用できないとい

う状況になっているそうです。移動支援の

事業所を探しても、移動支援だけでは受け

られない。ほかのサービスもセットでない

と受けられないと言われたと。介護労働者

の確保そのものが難しく、事業所としては、

移動支援だけでは運営が厳しくなるという

状況があるからです。 

 このような現状では、利用したくても利

用できない状況がますます生まれていきま

す。利用者にとって地域で安心して生活し

ていけるよう、必要なときに必要な移動支

援のサービスを受けることができるように

していく必要があると思いますが、それに

ついてはいかがでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 移動支援事業は、障害のある方が地域で

生きがいや楽しみを持って生活していくた

めには重要なサービスであると認識してご

ざいます。 

 本市では、例えば通学の支援が必要な場

合など、市の裁量で判断する必要がある場

合、個人の障害の特性や周りの支援状況な

どを検討し、利用できるかどうかを判断す

るなど、できるだけ個別に柔軟に対応する

よう努めております。報酬単価の見直し等
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につきましては、近隣の泉州地域など、他

市の状況などを調査し検討してまいります。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 お答えいただきましたように、本市では

利用者の個別の状況に合わせて柔軟に判断

していると。障害児者、関係者の様々な声

に応えてそういった対応をしていただいて

いるということは、本当に重要なことだと

思います。 

 一方、やはりヘルパー不足は深刻です。

報酬に関してはこれから調査し検討してい

くとのことですが、資料２をもう一度御覧

ください。本市を含む泉州地域、高石市以

南は全て同様の報酬となっております。身

体介護を伴っても伴わなくても１時間当た

り1800円、そして初動加算が600円。北摂や

他府県などでは、身体介護を伴う場合には

加算が行われる、倍ぐらいの金額になると

ころもありますし、そういった加算がされ

る自治体も多く見られます。こういったこ

とに対する見解をお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 泉州地域の自治体では、障害福祉施策に

ついて定期的に情報交換を行っております。

今後、身体介護を伴う場合の加算につきま

しても、実施している自治体の状況調査を

してまいります。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 移動支援の報酬そのものが、これでは最

低賃金を払ったら事業所は赤字になる、最

低賃金でも赤字になるような状況だという

お話も聞いております。報酬そのものを見

直すとともに、身体介護を伴う場合の加算

について、ぜひ検討していただくようお願

いいたします。 

 また、このように自治体によって大変大

きなばらつきがあるのが現状です。障害者

の団体、大阪肢体障害者団体連絡協議会か

らは、大阪府に対して、移動支援事業をほ

かの４つのサービスのような、国が責任を

持ってやる個別支援事業に拡充するように

国に働きかけてくださいという要望が出さ

れています。 

 現状では市町村による報酬格差で、ヘル

パーは少しでも報酬が高いところで支援し

たいということになりますので、ヘルパー

の不足や利用の偏りが出るなどの問題があ

ると。そうならないために多分、泉州圏域

では報酬を合わせているのもあるかなとい

うふうには思いますけれども、障害のある

方にとって本当に必要不可欠なサービスで

ある以上、本来は国の事業にしていくべき

ものではないかと考えます。ぜひ本市から

も国や府に向けて要望していただきたいの

ですが、いかがでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 障害福祉施策につきましては、毎年、国

や大阪府に対し、泉州地域で取りまとめ、

要望書として提出しております。移動支援

事業の要望につきましても、今後検討して

まいります。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 ぜひ他の市町とも併せて要望していただ

けるよう、よろしくお願いいたします。 

 さて、介護の人材を確保するためには、

報酬単価の見直しのほかにも、事業所の負

担を少しでも軽減できるよう検討していく

必要があります。移動支援に関わる実務は、
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外出前の計画作成、何時の電車に乗って、

何時にはどこに着いて、そしてどんな行動

をしてというような細かい計画の作成や、

終了後、その方がどういう状態だったかと

いった報告書、そして実績記録や請求書の

作成などが必要です。また、自治体によっ

て様式も違ってきたりもするので、事業所

はそれに対応しなければなりません。 

 また、現在本市では、移動支援サービス

の請求事務は国保連合会への電子請求では

なく、市役所に紙の請求書を提出すること

になっています。しかし、請求書を作成し、

郵送もしくは直接市役所に持っていくとい

った方法では非常に手間がかかる上に、郵

送費用なども、今、郵便料金も値上がりし

ています。事業所の負担も大きくなってい

ます。少しでも事務の負担軽減を検討する

ことも必要だと思いますが、それについて

はいかがでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 移動支援事業の請求事務につきましては、

国保連合会を通しての電子請求ができるよ

う、システム改修の予算を確保し、準備を

進めているところでございます。今後、準

備ができ次第、事業所への説明会などを実

施し、令和７年度中に開始する予定をして

ございます。 

○烏野隆生議長 

 田中議員。 

○９番 田中市子議員 

 ありがとうございます。請求実務が改善

されるという、ささやかなことかもしれな

いですけども、事業所にとっては本当に喜

ばれるニュースだと思います。できるだけ

早い開始を目指して進めていただきますよ

うよろしくお願いいたしまして、私からの

質問を終わります。 

○烏野隆生議長 

 次に、松本議員。 

   （22番 松本妙子議員登壇） 

○22番 松本妙子議員 

 公明党の松本妙子でございます。議長か

ら発言のお許しを頂きましたので、一般質

問に入らせていただきます。理事者の皆様

には的確な御答弁を、議員の皆様には最後

まで御清聴よろしくお願い申し上げます。 

 では、健康を守るための取組について、

（１）の高齢者のフレイル（虚弱）予防に

ついてお尋ねいたします。 

 市民相談を受けている中で、高齢者から

介護保険料が高く負担になっているという

お声を度々聞くことがあります。そこで、

本市の介護保険料は府内のほかの自治体と

比べどういう状況かについてお答えくださ

い。 

 続いて、（２）学校でのがん教育につい

てお尋ねいたします。 

 がん教育については、文部科学省が学校

におけるがん教育の在り方についてで、国

民の２人に１人がかかると言われているが

んは重要な課題であり、健康に関する国民

の基礎的教養として身につけておくべきも

のだと述べています。また、岸和田市教育

重点施策でも、４、児童・生徒の「体」の

育成の中で、がん教育の充実が明記されて

おります。そこで、市内学校におけるがん

教育への取組状況を教えてください。 

 次に、（３）子宮頸がん予防についてお

尋ねいたします。 

 前回、令和６年第３回定例会でも質問さ

せていただきました子宮頸がん予防につい

て、今回も続けての質問ですが、子宮頸が

ん予防はワクチン接種と検診が重要な２つ

の柱と考えます。 

 先日、厚生労働省が設置する厚生科学審

議会予防接種・ワクチン分科会の予防接種
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基本方針部会が開催され、ＨＰＶワクチン、

子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接種

期間を延長する方針が了承されたと報道さ

れていることは御承知のことと思います。 

 今後、このキャッチアップ接種について、

本市ではどのように実施されていくのでし

ょうか、お示しください。 

 壇上からは以上でございます。あとは自

席にて行います。御清聴ありがとうござい

ました。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 質問の（１）高齢者のフレイル（虚弱）

予防についてお答えいたします。 

 65歳以上の高齢者、第１号被保険者の介

護保険料は３年ごとに見直しが行われてお

り、３年間の介護サービス費の総額を見込

み、そのうち第１号被保険者が負担する費

用を算出することで介護保険料の基準額が

決まりますので、各市町村で金額が異なっ

ています。 

 令和６年度からは第９期介護保険事業計

画期間に入っておりまして、本市での第１

号被保険者の介護保険料は、介護保険給付

準備基金を活用し保険料の上昇を抑制する

ことで月額6733円となっております。これ

は大阪府内43市町村の中で金額の高いほう

から14番目となっており、順位は前期と変

わっておりません。 

 続きまして、質問の（３）子宮頸がん予

防について答弁いたします。 

 議員御案内のとおり、11月27日に開催さ

れました予防接種基本方針部会におきまし

て、ＨＰＶワクチンキャッチアップ接種の

経過措置について議論が行われ、基本的な

方針が了承されたと報道されました。 

 公表されている資料によりますと、令和

７年３月31日までと定められているキャッ

チアップ接種期間の終了に向けた対応につ

いて、期間中に３回の接種を完了できない

見込みの方が公費で接種を完了できるよう

経過措置が提案されております。 

 具体的に、キャッチアップ接種期間の終

了までに少なくとも１回接種しているキャ

ッチアップ接種の対象者と定期接種対象者

のうち平成20年度生まれの方について、最

大１年間、経過措置の期間を設けるという

ものでございます。 

 実施の詳細について現時点では示されて

おりませんが、本市においても国や府から

詳細が示され次第、これに基づいて準備を

進めていくこととなりますので、今後の動

向を注視してまいります。 

○烏野隆生議長 

 長岡学校教育部長。 

○長岡英晃学校教育部長 

 御質問の（２）がん教育についてでござ

いますけれども、議員お示しのとおり、子

供たちの将来の健康のためにも、がんに関

する正しい知識を教えるとともに、幼少期

から基本的な生活習慣を身につけさせ、生

涯にわたって健康な生活を営む土台を築か

せることが重要であると考えております。 

 学習指導要領の中学校保健分野で、がん

の予防について明記されたところでござい

ます。教育重点施策の下、がん教育に関す

る指導の推進に取り組んでいます。 

 具体的には、小学校高学年の保健の授業

で生活習慣病の予防、喫煙の害と健康、飲

酒の害と健康について学習しており、その

中でもがんについて触れているところです。

中学校では保健体育の授業で、がんの特徴

や実態、原因についての理解やがんの予防

について学習しております。また、中高生

を対象とした府の事業である、がん教育に

係る外部講師派遣事業を活用して学習して

いる学校もあります。 
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○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 それぞれ１回目の答弁を頂きましたので、

（１）高齢者のフレイル（虚弱）予防につ

いてから順次質問させていただきます。 

 本市の介護保険料は大阪府内43市町村あ

る中、14番目に高いということでございま

した。状況については理解しましたが、そ

れでは、事務局として保険料を抑制するに

はどういった取組が有効であるとお考えで

しょうか。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 介護保険料の基準額につきましては、介

護サービス費の見込額と被保険者の割り算

で決まるため、保険料を抑制するには介護

サービス費を小さくすることが必要で、言

い換えますと、健康寿命を延ばし、要介護

状態になる時期を先延ばししていき、生き

生きと元気に暮らす高齢者を増やす取組が

重要であると考えております。 

 その主な取組といたしまして、人と人と

のつながりを通じて参加者や通いの場が継

続的に拡大していくような地域づくりと、

高齢者が地域で自主的に取り組みやすい筋

力づくりの運動として、平成26年度からい

きいき百歳体操の普及拡大に取り組んでき

たところでございます。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 私も令和元年と令和４年の定例会で、フ

レイル、虚弱予防について市としての必要

な支援、後押しをお願いしてまいりました。

コロナ禍は活動も停止されていましたが、

コロナ禍が明けて、これまでのフレイル予

防の取組も復活し、現在は盛んに行われて

いるとお聞きしていますが、その後、高齢

者が継続して取り組んでいけるように、何

か工夫されていることがあればお聞かせく

ださい。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 まず、コロナ禍に開催を中止していまし

たいきいき百歳体操交流大会を令和４年度

から再開いたしました。この大会は、年に

１度、いきいき百歳体操の活動を行ってい

る各地域の高齢者に一堂に集まって交流し

ていただくもので、90歳を超えても楽しみ

ながら継続して参加していただいている方

を１人ずつ表彰させていただいております。

今年度は３日間で181名に御参加いただき、

このうち90歳以上の参加者38名を表彰させ

ていただきました。 

 なお、市内で90歳以上のいきいき百歳体

操参加者はおよそ110名いらっしゃいまして、

来年度以降も継続して開催していきたいと

考えております。 

 次に、いきいき百歳体操は開始してから

10年が経過しておりまして、参加している

高齢者から、いつもと違う体操をしてみた

いという声も伺い、今年度、楽しみながら

取り組んでもらえるような新たな体操を本

市専門職により考案させていただきました。

それは皆さんになじみのある岸和田音頭に

振りつけを考えたもので、持久性をつけて

いただけるような体操としております。今

年度の交流大会で紹介させていただきまし

たところ、皆さん楽しんで体を動かしてい

ただいておりました。 

 今後も引き続き、高齢者に継続して取り

組んでいただけるような工夫を行ってまい

りたいと考えております。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 
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○22番 松本妙子議員 

 岸和田音頭は皆さんにもなじみがあるの

で、楽しく参加されることと思います。本

市専門職の皆様が高齢者の皆さんに喜んで

もらえるようにと知恵を絞り、苦労され、

幾日もかけて考案されたと聞き、大変うれ

しく思います。継続して取り組んでもらえ

るような工夫をこれからもよろしくお願い

しておきます。 

 また最近、久米田池のトリムコースをウ

オーキングポールを２本持ち、歩いている

方をよくお見かけします。手に持った２本

のポールを地面につけながら歩くことで、

上半身を積極的に動かし、全身運動の効果

を高めることができるそうです。特に高齢

者にとってはバランス感覚の向上、関節へ

の負担軽減、筋力維持・向上など、多くの

メリットがあるとのこと。介護にかからな

くてもいいように、このように日頃から進

んでフレイル予防に努力されている方を増

やしていく取組については、いかがでござ

いましょうか。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 フレイルは、早く介入して対策を行えば

元の健常な状態に戻る可能性があるとされ

ており、高齢者にフレイル予防について知

っていただくことが必要であると考えてお

ります。 

 11月30日には「元気な百歳を目指して！

～フレイル予防のススメ～」というタイト

ルで、中央地区公民館にて外部講師による

講演会を開催いたしました。当日は66名に

参加していただき、フレイル予防について

のお話を聞いていただきました。 

 今後も引き続き、フレイル予防に早期に

取り組んでもらえるよう広報・啓発活動に

努めてまいります。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 他市の先進事例を紹介いたしますと、公

園まで歩こう会や、小グループで介護予防

の出前講座も行っている市町もあります。

本市もみんなで楽しめるイベントの開催を

検討していただけるよう要望しておきます。 

 また、フレイル予防は各部署の連携が重

要であると私もこれまで訴えさせていただ

いてきました。それでは、保健事業でのフ

レイル予防の進捗状況についてお教えくだ

さい。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 生活習慣病等の発症や重症化の予防と、

心身機能の低下を防ぐフレイル予防を一体

的に実施するため、関係団体の協力を得て、

高齢者が集う通いの場などへの積極的な関

与、ポピュレーションアプローチと高齢者

に対する個別的支援、ハイリスクアプロー

チに取り組んでいるところでございます。 

 ポピュレーションアプローチでは、地域

で実施されているいきいき百歳体操などの

場に専門職が出向き、参加されている高齢

者に対してフレイル予防の普及啓発活動、

健康教育、健康相談などを実施しておりま

す。 

 また、ハイリスクアプローチでは、生活

習慣病の重症化予防を目的として、高齢者

の健康診査の結果などのデータを活用し、

支援が必要と思われる方へ専門職が訪問の

上、保健指導を実施しております。 

 具体的に申し上げますと、ポピュレーシ

ョンアプローチにつきましては、令和５年

度に６地域で開催されたいきいき百歳体操

などの場に17回出向き、延べ約600人を対象

にアンケートを実施するとともに、その結
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果とレセプトなどの医療データに基づく健

康教育などを実施いたしました。 

 ハイリスクアプローチにつきましては、

高齢者が抱える様々な健康課題に対応する

ため、低栄養防止、糖尿病性腎症、その他

の生活習慣病などを区分した上で、リスク

の高い方を対象として、必要に応じて複数

回の訪問または電話による指導を行ってお

ります。 

 また、76歳と80歳の方で、この一、二年、

医療機関での受診や健診受診の履歴がなく、

かつ介護認定を受けていない方は、健康状

態不明者として訪問または電話による状況

確認を行い、必要に応じてサービスにつな

ぐ取組を実施しております。 

 令和６年度からは、これらに加え身体的

フレイル予防として、75歳以上80歳未満の

方で上腕または腰椎の骨折を保存療法にて

治療し、骨粗鬆症などの治療をされていな

い方を対象に、二次骨折予防として保健指

導を始めたところでございます。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 この１年、２年、医療機関での受診や健

診受診の履歴がなく、かつ介護認定を受け

ていない方に訪問または電話による状況確

認を行い、必要に応じてサービスにつなぐ

取組を実施しておられるということでござ

いました。目に見えないところで、こちら

から出向いて寄り添うアウトリーチの支援

がこのように進められていること、また、

新しい事業がスタートしたことも高く評価

したいと思います。 

 本市も５年近くこの身体的フレイル予防

を続けていただいてきたと認識しています

が、保健師や専門職がいろいろお話を聞い

てくださるので、市民の皆様は安心してお

られます。人生100年時代を見据え、事業を

より大きく展開するために、これまで私も

人員体制の拡充を要望してきましたが、当

初は保健師２名と管理栄養士１名でござい

ました。現在の人員体制を教えてください。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 現在の人員体制でございますが、４月か

ら保健師２名、管理栄養士２名で体制を整

え対応してまいりましたが、現在、管理栄

養士の退職などにより、実質２名の保健師

での対応となっております。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 ４月には体制を充実されたものの、現在

では欠員の状態となっているようですが、

速やかに体制を整え、事業をより大きく展

開できる体制づくりを進めていただきます

よう、よろしくお願いしておきます。 

 また、せっかく保健師や専門職に出向い

ていただいているので、たくさんの方に参

加していただけるような広報・啓発にも取

り組んでいただくことも要望しておきます。 

 特に大阪府で実施していますアスマイル

は、高齢者が利用するには非常に複雑だと

思っております。誰でもスムーズに利用で

きる市独自のアプリやスタンプ手帳などが

導入され、啓発に活用できれば、より一層

参加者が増加するものと考えます。保健部

だけで導入するのは困難であると承知して

おりますので、ぜひ市全体で関係部署が協

力し合い、独自のアプリやスタンプ手帳の

導入に向けて取り組んでいただきますよう

要望しておきます。 

 もう１点、フレイル予防については、高

齢になるまでの早い時期から予防に取り組

むことも大切だと思います。特に、毎日の

食事をおいしく頂くために大切な歯や口腔
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の健康の維持といった面での取組も大切だ

と認識していますが、本市の取組をお教え

ください。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 いつまでも自分の歯でおいしく食事を頂

くためには、高齢になるまでの早い段階か

ら自分自身の歯や口腔の健康について関心

を持ち、定期的にその健康状態をチェック

し、気になるところは早い段階で治療、ケ

アすることが大切です。 

 本市におきましては、健康増進法に基づ

く健康増進事業の一環として市民歯科健診

を実施しておりますが、国が対象として定

める20歳から70歳までの10歳刻みの年齢の

市民に加えまして、40歳から74歳までの全

ての年齢の市民の皆様を対象に、年度に１

回、健診を受けていただくことができるよ

う実施しております。 

 また、75歳以上の方につきましては、大

阪府後期高齢者医療広域連合が実施主体と

なって、74歳までの方と同様の歯科健診を

実施しております。歯科健診を受けていた

だいた方には、健診の結果を基に歯科医師

等が口腔の健康維持に必要な指導、助言を

実施いたします。これに加えて、歯科医師

等を講師に迎えて市民向け健康教室を実施

し、口腔の健康が全身の健康に及ぼす影響

についての理解を深めていただけるよう周

知に努めているところでございます。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 歯の健康がどれほど毎日の生活に影響す

るか、最近自分が歯を悪くして実感いたし

ました。悪くなってからでしたら遅いと思

いましたので、歯の健康についても市民の

皆様に丁寧な説明をお願いしておきます。 

 また、市民歯科健診も、受けたくても歯

医者に通院できない高齢者もたくさんいら

っしゃいます。その方たちにはどのような

対策を考えているのかお答えください。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 40歳以上の市民で、在宅で寝たきりなど

の状態にあるため、歯科医療機関で市民歯

科健診を受けることができない場合、訪問

歯科健康診査の申込みを頂いて、御自宅で

健診を受けていただくという方法がござい

ます。このほか、介護保険サービスの一環

として、歯科医師等の訪問を受けることが

できる場合もございます。 

 また、歯や口腔内に気になるところや痛

みがあるなどの場合では、健診を御利用い

ただくのではなく、歯科医療機関からの往

診などで治療されることをお勧めいたしま

す。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 感染予防のため、一部地域では活動を自

粛されている場合がありますが、本市は自

宅でも取り組めるよう、テレビ岸和田にも

御協力いただき、コミチャン12で介護予防

の体操を放送されています。また、広報き

しわだや岸和田市のホームページにも分か

りやすく掲載されているのを拝見いたしま

した。様々に広報・啓発に努力されている

のは評価したいと思います。 

 これらは、高齢化が進む中、今後ますま

す大切な事業になってくると思いますので、

人員確保と体制強化の充実をお願いし、こ

の質問は終わります。 

 続きまして、（２）学校でのがん教育に

ついてお尋ねいたします。 

 がんに関する正しい知識や理解を通して、
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生涯にわたる健康な生活を営む土台の構築

など、子供たちの将来の健康につながる学

校でのがん教育への取組は非常に大事かと

思います。専門的な知識を有する外部講師

による授業は大変よいと考えます。そのよ

うながん教育に係る外部講師派遣事業につ

いて、どのような取組なのかお教えくださ

い。 

○烏野隆生議長 

 長岡学校教育部長。 

○長岡英晃学校教育部長 

 がん教育に係る外部講師派遣事業は、大

阪府が実施している事業でございます。講

師として派遣された病院の医師や看護師が

中高生に対して、がんについての正しい知

識とがん患者等に対する理解を深めること

を目的とした事業でございます。市内中学

校、産業高校の生徒が在学中にこの学習を

受けております。 

 生活習慣を整えることによってがんの予

防につながることや、がん検診を受け、早

期に発見することで、がんになっても治る

可能性が高くなることなどを学習したとい

う報告を受けております。 

 学習後の生徒のアンケート結果から、学

習前に比べてより正しい知識を得ることが

でき、がんは予防できる、あるいは早期発

見すれば治りやすいなどの前向きな記述が

見られたということも聞いております。 

 引き続き、このような支援事業を活用し

ながら、がん教育の充実に努めてまいりま

す。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 がんの予防については、生活習慣を整え

ることや早期発見について学習することは

大切でありますが、がんの種類やその原因

を正しく理解し、予防方法を知ることも大

切であると考えます。 

 本市も健康推進課で小学校６年生から高

校１年生までの女子を対象に子宮頸がんの

予防ワクチンの無料接種の勧奨を行ってい

ますが、市内学校で子宮頸がんなど、がん

の種類や原因、予防方法について、授業な

どで取り扱っているのでしょうか、お教え

ください。 

○烏野隆生議長 

 長岡学校教育部長。 

○長岡英晃学校教育部長 

 市内中学校で使用している教科書に、子

宮頸がんや肺がん、大腸がんなど、様々な

種類があることや、またそれらの予防方法

についても掲載されております。例えば、

子宮頸がんにつながる感染症の要因となる

ウイルスがあり、ワクチン接種によってそ

のような感染のリスクが減ることなどを授

業で学習します。 

 また、がん教育に係る外部講師派遣事業

を活用した講師からも、ワクチン接種の有

用性や、生活習慣を整えることでがん予防

につながることなど、丁寧に教えていただ

いているところでございます。 

○烏野隆生議長 

 松本議員。 

○22番 松本妙子議員 

 がん教育は、将来のある子供たちの生涯

の生活基盤を考えるよい機会であり、さら

に、御家族や社会全体ががんについて考え

るよい機会になります。さらに、支援事業

を活用し、専門的な知識を有する講師に教

えてもらうことは、子供たちにとって貴重

な体験、学習となり、今後も引き続きがん

教育の充実に努めていただくことを期待し

て、この質問は終わります。 

 最後、子宮頸がん予防について。 

 ワクチンの出荷が間に合わず、接種を希

望している方の接種が追いつかない状況も
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一部にあったと聞いております。前回の一

般質問でもお話しさせていただきましたが、

このＨＰＶワクチンは３回接種するのが望

ましいとされていますが、費用が、３回分

を合わせると最大約10万円かかるため、希

望者にできるだけ早い情報提供を行う必要

があると考えます。希望者が接種の機会を

逃すことがないよう、具体的な手順が示さ

れ次第、本市においても速やかに実施でき

るよう準備を進めてくださるようお願いし

ておきます。 

 また、対象者が接種について検討、判断

できるよう、経過措置の内容と併せて、ワ

クチンの有効性、安全性についても、引き

続き丁寧かつ確実に情報提供をお願いして

おきます。 

 子宮頸がんは、がんの中では比較的若い

世代に発症しやすく、30歳代後半がピーク

だと言われています。若い世代から健康に

対して意識を深め、子供や孫へとつなげて

いけたらいいのではないかと考えます。 

 本日は健康を守るための取組について質

問させていただきましたが、医療や介護の

負担軽減は一人一人の健康寿命を延ばすこ

とにほかならないと考えます。これからも

市民の健康相談窓口として努力されること

をお願いし、私の一般質問は終わります。 

○烏野隆生議長 

 暫時休憩します。 

   午前10時57分休憩 

   午後１時再開 

○烏野隆生議長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続行します。 

 まず、南議員。 

   （14番 南加代子議員登壇） 

○14番 南加代子議員 

 公明党、南加代子です。発言のお許しを

得ましたので、一般質問に参加させていた

だきます。理事者の皆様には、誠実な御答

弁をお願い申し上げます。議員の皆様には、

しばらくの間御清聴くださいますようによ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして質問に入り

ます。 

 １点目、学校での食育について質問いた

します。 

 食べることは心と体を健康に保つための

最も基本的な大切な行為です。特に成長期

にある子供たちには、食に関する知識を蓄

え、自ら食を選択し、健全な食生活を送る

ための食育が欠かせません。本年度の教育

重点施策にも学校給食・食育の充実が掲げ

られており、給食活動を通して望ましい食

習慣の形成、そして好ましい人間関係や社

会性の育成を図ります。また、学校給食を

生きた教材とし、給食時間をはじめ、教育

活動全体の中で食に関する指導を充実させ

るとありますが、現在の市内各学校での取

組状況を教えてください。 

 ２点目、災害弱者への取組について質問

いたします。 

 近年、記録的な短時間の大雨や長期にわ

たる集中豪雨による水害など、被災された

自治体から学ぶべきことがたくさんありま

す。そして、激甚化する災害において、高

齢者や障害者などの災害弱者が逃げ遅れ、

犠牲になるケースが後を絶たないことは報

道などでも指摘されております。 
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 災害弱者は公助に頼らざるを得ないとこ

ろもありますが、避難する際に支援や配慮

が必要な方に対し、避難行動要支援者支援

制度があります。これも今では多くの方が

知る制度かと存じますが、再度お尋ねいた

します。避難行動要支援者支援制度の周知

方法と、現在の避難行動要支援者名簿への

登録状況についてお答えください。 

 ３点目、手話言語の取組について質問い

たします。 

 岸和田市手話言語条例が制定されてから

５年がたちました。条例では、市の責務と

して、手話への理解の促進及び手話の普及

を図ることとされています。そこで、手話

の理解や普及について、どのようなことに

取り組まれてきたのかお聞かせください。

また、学校においても、子供たちが手話を

理解し普及を図るための取組は大切です。

このことも併せ、教えてください。 

 壇上からの質問は以上で、再質問は自席

から行います。御清聴ありがとうございま

した。 

○烏野隆生議長 

 長岡学校教育部長。 

○長岡英晃学校教育部長 

 御質問の１．学校での食育についてでご

ざいますけれども、学習指導要領には、保

健体育科、家庭科、特別活動、総合的な学

習の時間など、学校の教育活動全体で食育

の推進に取り組むよう示されております。

市内各学校では、岸和田市保健計画ウエル

エージングきしわだ・岸和田市食育推進計

画を踏まえ、食に関する指導の全体計画を

作成し、食育、給食の担当者や栄養教諭な

どが中心になり、食育の推進に取り組んで

おります。 

 例えばなんですけれども、栄養教諭によ

る食に関する授業の実施や食に関しての掲

示物を作成したり、掲示したり、また、調

理員が給食の時間に本日の給食と題して子

供たちに食の大切さの話をしてくれるなど、

いろんな取組をしております。そのほかに

も、各学校園の食育の担当者を対象とした

研修会において、各校種における食育の推

進に資するため、市内の学校園の好事例を

発表する場を設けております。 

 続きまして、御質問の３なんですけれど

も、学校における手話言語の取組について

でございますが、現在、手話につきまして

も、例えば小学校では講師を招聘し手話を

体験したり、あるいは難聴かるたを通じて

聴覚障害について学んだりしております。

中学校では、アルファベットを指文字で行

ったり、手話に関する動画を視聴したりし

ております。児童生徒からは、手話が知れ

て楽しかった、あるいは自分の名前を伝え

られてよかったなどの感想を聞いておりま

す。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 質問の２番目、災害弱者への取組につい

て答弁いたします。 

 避難行動要支援者支援制度は、障害者、

障害児、要介護者、高齢者、難病患者、妊

産婦、乳幼児、日本語の理解が十分でない

外国人などの要配慮者のうち、自ら避難す

ることが困難で避難等の支援を必要とする

者を対象とした制度であります。 

 避難行動要支援者の情報を集約した避難

行動要支援者名簿を平常時に作成しておき、

町会・自治会などの避難支援者へ名簿情報

を提供し、防災活動や災害時の避難支援等

に活用していただいております。11月末現

在、避難行動要支援者名簿には5065人、そ

のうち名簿登録に同意のある方は2542人と

なってございます。 

 本制度については、介護保険課、障害者
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支援課、危機管理課により広報やホームペ

ージに掲載するとともに、毎年11月号の広

報きしわだに掲載し、制度の周知を図って

おります。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 市民への手話の普及でございますが、広

報きしわだでの特集記事の掲載やパンフレ

ットの作成、市民対象の出前講座を開催し

ておりまして、また、９月23日の手話国際

デーに合わせた岸和田城のライトアップな

ども行っております。今後は、社会福祉協

議会が実施する福祉教育のメニューに手話

の出前講座を追加し、小中高校生への普及

啓発ができるよう検討しているところでご

ざいます。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 それぞれに御答弁ありがとうございまし

た。様々な取組をしていただいていること

が分かりました。 

 では、まず学校での食育について再質問

させていただきます。教育活動全体で食育

の推進に取り組むとありましたが、授業の

中ではどのような取組がなされているのか、

具体例を教えてください。 

○烏野隆生議長 

 長岡学校教育部長。 

○長岡英晃学校教育部長 

 もちろん保健体育科や家庭科などの時間

では食に関しての学習をしております。例

えばなんですけれども、小学校４年生の国

語科の教材の中にくらしの中の和と洋とい

う題材がありますが、その中で、和食と洋

食の違いとして、実際に和風だしと洋風だ

しを比べ、それぞれのだしの特徴を考えた

り、どんな具材が料理に合うのかをグルー

プで話し合ったりした実践例を聞いており

ます。このように、様々な教科等で食育の

推進を行っております。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 教科の中での食育の推進というのは本当

にすごいことだと感じます。 

 先ほど国語科の中での取組を紹介してい

ただきましたが、学校図書館との関連性と

いうのはあるのでしょうか、お答えくださ

い。 

○烏野隆生議長 

 長岡学校教育部長。 

○長岡英晃学校教育部長 

 学校図書館は、児童生徒の読書活動や児

童生徒への読書指導の場である読書センタ

ーとしての機能、あるいは、児童生徒の学

習活動を支援したり、授業の内容を豊かに

してその理解を深めたりする学習センター

としての機能、さらには、児童生徒や教職

員の情報ニーズに対応したり、児童生徒の

情報の収集・選択・活用能力を育成したり

する情報センターとしての機能を有してお

り、これらを通して食育の推進に努めてい

ます。 

 今後も各教科等の連携を踏まえた学校図

書館の充実も行いながら、食に関する指導

を学校教育活動全体を通して行ってまいり

たいと考えております。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 お答えいただきました学校教育部に要望

しておきたいと思います。食育の推進のた

めには、読書活動と連携させていくことは、

食育と読書活動の両方の推進にもつながる

と思います。先進的に取り組んでいるとこ

ろもございますが、例えば学校図書館に食
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に関する本のコーナーをつくったり、食に

関する本を活用して、給食時間に食育担当

の先生や給食調理員、そして学校司書など

が子供たちに読み聞かせをすることで食育

の推進につなげたりすることも可能かと思

います。その際、本の中に出てくる料理を

給食にアレンジして提供できれば、もっと

現実的にその図書への関心や想像力を養う

こともできるのではないでしょうか。ぜひ、

そのような取組も含めて、食育そして読書

活動の両方の推進につながるように、引き

続きお願いしたいと思います。 

 続きまして、学校給食のことについてお

伺いさせていただきたいと思います。 

 学校給食は、生きた教材を見て、触れて、

そして食すなど五感を通すことで、子供の

学習に大事な生きた学習を行うことができ

るとの意義がございます。その事例ともな

る取組が少し前に積川町で行われていまし

た。 

 本市の現状でも、農家の高齢化や農業従

事者の減少とともに、農地として使われな

くなった遊休農地の面積が拡大する傾向に

ございます。遊休農地の増加に歯止めをか

けたいと有志が立ち上がって、地域の方と

一緒になり、様々なアイデアで遊休農地を

再び活用しようと、子供も大人も泥んこに

なって苗植えから米作りへと挑戦いたしま

した。このような活動は、遊休農地の活用

だけでなく、地域の活性化にもつながりま

す。そして、先日ですが、子供たちは田植

から収穫まで体験する機会になって、そし

て学校給食を提供されたことで、生きた学

習を受けることができたと考えております。 

 また、学校給食に地元の農家たちが地元

で取れた食材を学校に提供できることは、

農家の思いを大切にし、給食農地といった

目に見える看板などが設置されれば、周囲

からも安全・安心な食材を育ててくださっ

ていると分かります。この給食を通じてで

きる食育の取組を広げていくことができな

いか、見解をお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 藤浪教育次長兼教育総務部長。 

○藤浪秀樹教育次長兼教育総務部長事務取扱 

 遊休農地の活用ができて地域の活性化を

促すという活動に学校給食を含めて取り組

むということは、非常に大切なことである

というふうに考えています。 

 大規模で市街地にあるような学校の場合

には少し難しい部分もあるのかなというふ

うに思ってございますが、議員の御質問に

ありました山直南小学校のように、地域に

多くの田んぼや畑があって、なおかつ小規

模な学校の場合には、地域で生産された米

であるとか野菜、こういったものを給食に

取り入れるということは、少し、種々条件

もあるんですけれども、特別な対応として

は可能であるというふうに考えてございま

す。 

 また、学校給食に提供しているという看

板についての御質問ですけれども、教育委

員会として設置して管理していくというこ

とについては少し難しいのかなというふう

に考えてございますが、他校でも実施させ

ていただいていますように、生産者たちが

自主的に設置していただくという場合には、

教育委員会といたしましても協力させてい

ただきたいというふうに考えてございます。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 地産地消は野菜だけでなく、魚について

も可能ならば実施していただきたいと思っ

ております。本市は大阪府内でも漁獲量が

最も多い市であると言われております。地

元で取れるシラスやイワシ、そしてクロダ

イなど、岸和田産として有名な魚がござい
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ます。その魚を学校給食に提供できれば、

野菜だけでなく魚についても地産地消が行

われ、子供たちが地元のことを知るきっか

けとなると思います。 

 最近では岸和田黒鯛フェアが開催されま

した。市内店舗の協力の下、クロダイをア

レンジした料理が提供され、おいしかった

というお声を聞いております。本市のたく

さんの子供たちにも食べさせてあげたいと

思いますし、例えば岸和田産業高校の生徒

たちが考案した創作料理を給食に提供なん

てこともできれば、本当にすばらしい取組

になるはずです。 

 フェアだけではなく、子供たちの食育に

も活用できるきっかけとして、地場産の魚

を学校給食に使うことについては、どのよ

うな見解をお持ちかお答えください。 

○烏野隆生議長 

 藤浪教育次長兼教育総務部長。 

○藤浪秀樹教育次長兼教育総務部長事務取扱 

 お米や野菜と同様に、魚介類につきまし

ても本市の地場産のものということで学校

給食に取り入れさせていただくことは非常

に大事なこと、いいことだというふうに思

っています。 

 ただ、魚介類を給食室で取り扱う場合に

は、加工されたものとして提供いただくと

いうことが必要になります。本市で水揚げ

された魚介類を給食用に加工することがで

きて、流通のルートがあるというようなこ

と、また必要なときに必要な量が確保でき

ること、さらには学校給食として使用させ

ていただくぐらいの価格であるというよう

なこと、こういうことがクリアできれば学

校給食として取り扱わせていただくことが

可能だというふうに考えてございます。 

 本市で取れた魚を学校給食に活用し、魚

介類の地産地消につながるということから、

関係各所と協議検討していきたいというふ

うに考えてございます。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 たくさんの課題はありますけれども、今

回の御答弁を頂くには、本当に悩んだ答え

を出していただきました。関係各所と協議

検討と、このことを前向きに一生懸命に頑

張って考えていただいたことには本当に感

謝しております。 

 給食は、大人になっても、あのときの給

食を思い出す、あのときの給食は最高にお

いしかったと、仲間と一緒に食したことが

心に残るものです。本市の子供たちが五感

で感じ取れる食育の推進をさらに図ってい

ただきたいと思います。今後、給食を介し

てコミュニケーション能力や周囲との協調

性が養われ、自己の肯定感を高めていくこ

とを期待して、この質問を終わらせていた

だきます。 

 続きまして、災害弱者への取組について

再質問させていただきます。 

 避難行動要支援者支援プランの対象者に

は、要配慮者の中で、自ら支援を希望し、

個人情報を提供することに同意した者が含

まれております。要配慮者とされる対象の

方々と必ず面談する場や、窓口での御相談、

申請を行う機会がありますし、この機会を

大切に、制度の周知もできるのではないか

と以前より考えておりました。 

 まずは全対象者に広くこの制度を知って

もらうことが重要です。今、広報きしわだ

やホームページ以外に、個々への周知に取

り組まれていることがあればお聞かせくだ

さい。 

○烏野隆生議長 

 山本保健部長。 

○山本隆彦保健部長 

 要介護者や障害者のうち、新たに対象と



- 19 - 

なった方には個別に名簿への登録案内を送

付しているところでございます。また、窓

口や電話での問合せがあった際には、制度

の周知、案内に努めております。 

○烏野隆生議長 

 大西子ども家庭応援部長。 

○大西謙次子ども家庭応援部長 

 子ども家庭応援部では妊産婦や乳幼児に

関わる事業を実施しておりますが、現状、

避難行動要支援者支援プランの仕組みにつ

いて個々に周知する取組はできておりませ

ん。 

 しかしながら、妊産婦や乳幼児がいる家

庭では、災害が発生したときに、胎児や子

供の身を守ることに不安があると考えてお

ります。妊娠の届出など、窓口で対応する

機会に、例えばしおりを用いるなどして避

難行動要支援者支援プランを周知したり、

妊産婦が避難の際にどのようなことに気を

つけるといいのか、妊産婦や乳幼児にある

と便利な防災グッズの紹介など、少しでも

不安の解消に役立てるような情報提供を検

討してまいりたいと思っております。 

○烏野隆生議長 

 寺本危機管理部長。 

○寺本隆二危機管理部長兼危機管理監事務取扱 

 続きまして、危機管理部から御答弁いた

します。 

 要配慮者のうち、外国人に対する制度の

周知の取組は行っておりません。危機管理

部としましては、まずは外国人に対して広

く防災情報の周知が必要と判断しており、

総合防災マップにおきまして日本語以外に

避難所の施設名を多言語表記するとともに、

防災上最低限知っていただきたい知識のペ

ージの内容につきましては、グーグル翻訳

アプリを使用していただくことで108の言語

に翻訳することができます。また、大阪防

災アプリは、やさしい日本語や英語、中国

語、韓国語といった多言語に対応したアプ

リケーションとなっており、引き続きこれ

らの周知に努めてまいります。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 現在の取組と、また今後の検討というお

答えを頂きました。その中ですけど、日本

語が十分に理解できない方もいらっしゃる。

この方も要配慮者になっております。ホー

ムページを見ますと、この同意届の書き方

も日本語の例文のみ掲載されていますので、

何のために要配慮者となっているのか意味

が分かりません。早急に母国語での例文や

説明も掲載し、更新していただきたいと思

います。 

 災害時の避難支援を受けやすくするため

の名簿への登録は、あくまで要配慮者自身

が希望することが前提となりますが、こう

いった仕組みがあるということの周知から

大切な市民を守ることになるので、徹底を

お願いいたします。また、窓口などでの周

知についても、さらに取組を考え進めてく

ださい。 

 続きまして、大災害の発生により、病院

や医療従事者の被災により適切な医療体制

が提供できなくなるおそれも想定されます。

要配慮者の中でも特に妊産婦、乳幼児に対

しても受入れ困難、産気づいても分娩可能

な施設の不足、乳幼児の栄養状態も考えて

おかねばなりません。避難所となる場所の

課題や災害時医療救護体制の整備はあるの

か、現在の状況をお答えください。 

○烏野隆生議長 

 寺本危機管理部長。 

○寺本隆二危機管理部長兼危機管理監事務取扱 

 指定避難所における要配慮者への対応に

つきましては、一定の配慮が必要な人向け

に専用のスペースを確保できるよう、施設
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管理者と協議を進めております。その上で、

災害用備蓄につきましては、大阪府との役

割分担の下で要配慮者向けの物資を順次増

やしていっております。 

 災害時の医療救護体制につきましては、

市内に応急救護所を設置し、本市の医師会、

薬剤師会、歯科医師会の３師会との医療救

護活動に関する協定に基づきまして、応急

救護に当たっていただくこととなっており

ます。 

 しかしながら、場合によっては高度な医

療技術や機器が必要となる分娩を個々の応

急救護所で対応することは非常に困難であ

ることから、そのような場合は、ＤＭＡＴ

などを通じて対応可能な医療機関に搬送さ

せていただくことになります。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 お答えいただきました。気になるところ

はやはり妊産婦です。出産予定日はありま

すが、発災後のストレスや状態によっては

緊急を要することも考えられます。 

 現在、泉州の助産師の有志が災害時での

対応を防災チームとして調査研究されてい

ます。そこに私もお伺いして、いろいろと

お話も聞かせていただいております。この

決められた体制というのは先ほどの御答弁

でもありました。例えば事前にこのような

専門職の方々と本市の専門職の意見交換の

場を取り、重ね合うことで、現段階での課

題ももっと見え、検討ができることもある

と考えますので、この点は、このような交

流、意見交換の場も取っていただきたいと

いうことを提案、そして要望させていただ

いておきます。 

 また、様々な障害のある方がいらっしゃ

る中で、特に視覚や聴覚に障害がある方に

とっては、なかなか情報が伝わりにくいと

いった状況があります。日頃からの備えや、

実際に災害が起こった際、どういった行動

を取ればいいのかなど、事前に準備してお

く必要がありますが、そのためには必要な

情報を事前に伝えておく必要があると思い

ますが、何か情報を伝える取組はされてい

るのでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 現在、視覚障害のある方を対象としたも

のはまだございませんが、聴覚障害のある

方を対象とした聴覚障害者のための防災パ

ンフレットを作成しているところでござい

ます。内容は、日頃の備え、実際に災害が

起こったときの行動についてというもので

ございまして、パンフレットの案ができま

したら当事者の方々に見ていただき、御意

見を頂戴しながら完成させていく予定でご

ざいます。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 意見と要望を最後に言います。災害は日

頃の備えが肝腎です。自助、共助、公助と

それぞれすべきことや備えに対し行動でき

る、分かりやすい手引になるパンフレット

の作成をお願いしておきます。 

 自然災害が激甚化、頻発化する中では、

災害対応というのは絶え間ない見直しが欠

かせないと思います。令和６年６月28日に、

政府の中央防災会議は、災害対応の基礎と

なる防災基本計画を修正いたしました。令

和６年能登半島地震で高齢者ら要配慮者が

数多く被災したことを踏まえ、災害応急対

策に福祉的な支援の必要性を明記いたしま

した。 

 市町村に対しては、避難所の開設当初か

ら間仕切りと段ボールベッドを設置するこ
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とや、栄養バランスの取れた適温の食事、

入浴、洗濯など生活に必要な水の確保に努

めるように要請されております。備蓄品の

調達では女性、子供らへの配慮を求め、平

時より保健師や福祉関係者、ＮＰＯ法人な

どと連携して住民の健康状態などの状況把

握ができるよう、事前から調整できる体制

と実施することなどが新たに加わりました。

一部取り組んでいるところも本市ではござ

いますが、そこで今後、現在の取組と併せ、

福祉的な支援の実施要請に対し検討してい

くべき全庁に関わる課題が考えられます。 

 本市では避難行動要支援者支援連絡会議

が、庁内の13課と社会福祉協議会で年数回、

要支援者に関する防災の協議会として開か

れております。絶え間ない見直しの災害対

応には、この連絡会議の集合体を強化して

いくべきだと考えております。 

 危機管理部だけではなく、全庁の担当業

務は平穏な日常の中にありますが、一歩先

には必ず発生すると言われる大地震、また

自然災害が発生したときであっても、その

環境の中で求められるものがあり、各課の

業務の先には、いつも防災を意識して取り

組まねばならないと考えます。 

 以前からも声を上げてまいりましたが、

再度、全庁の課題であることを認識して、

防災に強い業務体制を原課で検討していた

だきたいと思います。そしてその延長に、

縦割り行政に横串を通す強い防災意識が全

庁に広がるはずだと私は思っております。

今後、当事者の皆様方の意見を聞きながら、

例えば防災検討チームというような名前を

つけ、全庁の中で立ち上げていただいて、

福祉的な支援を構築できる整備体制をしく

べきと強く申し上げておきたいと思います。 

 あわせて、地域には高齢者、障害者、要

配慮者の方々を支援する方々がいらっしゃ

います。その中の皆様と行政が連携し、そ

の協力を求めていかなければなりません。

そこで、災害時における地域及び支援組織

と、そして行政が、災害時に担当となる職

員の皆様に対して、要配慮者とその家族が

ふだんから準備しておくことや、お一人お

一人の特性が違うように、平時からどう関

わっていくのか、災害時に必要な支援をど

のように呼びかけていくのか、そのような

分かるマニュアルがあれば、皆さんがスム

ーズに、少しでも寄り添った支援ができる

と思います。 

 そこで、本市の避難所運営マニュアルを

見てみますと、要配慮者に応じた対応、例

えば視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由

者が事項としてありますが、抽象的な記載

だけとなってございます。本来の目的は、

どのような事態にもコミュニケーションを

取りやすい方法や、障害の特性に配慮した

対応ができるよう、もう少し具体的に、誰

もが見て分かりやすい要配慮者のマニュア

ルを早急に作成すべきであると申し上げて

おきます。 

 また、このマニュアルですけれども、各

自治体では要配慮者支援のマニュアルを作

っているところがたくさんございます。そ

のようなところも参考にしていただいて、

これは本当に早急に要配慮者マニュアルを

検討していただきたい。ここは本当に強く

申し上げておきます。 

 では、最後になります。手話言語の取組

について再質問させていただきます。 

 先ほど学校教育部の御答弁に、手話が知

れて楽しかった、自分の名前を伝えられて

よかったなど、子供たちの言葉の学びが１

つ増えたことはうれしいことです。手話へ

の理解や日々の生活の中で手話によるコミ

ュニケーションができる環境を構築するた

めに学べる機会の提供は、学校の役割だと

考えます。 



- 22 - 

 聞こえる人の場合、学ぶ手段や機会は多

く存在します。それは、幼い頃から家族の

言葉をまねしたりテレビから学んだりして

言葉を自然に習得していくことができるか

らです。聴覚障害者の場合は、それが難し

い。どうしても言葉を学ぶハードルが高く

なってしまいます。 

 聞こえない人には見える言葉、手話があ

ります。手話を学ぶことで、目で見ながら

自然に言葉を身につけることができる。耳

が聞こえない人にとって、手話は大事な学

習手段なのだと聞いたこともございます。 

 学校では、体験学習として車椅子ダンス

や岸和田支援学校の生徒たちとの交流会も

重ねてきたとは認識しております。先ほど

壇上からの質問に対して、福祉部から、社

会福祉協議会が実施する福祉教育のメニュ

ーに手話の出前講座を追加し、小中高校生

への普及啓発ができるよう検討していると

ありました。これはぜひ進めていただきた

いですし、啓発メニューが増えることは、

並行して学校現場にも選ぶメニューが増え、

活用ができます。伴わせて、手話を必要と

される当事者とも交流体験ができれば、さ

らに手話言語への理解が深まると考えます

が、学校教育部の見解をお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 長岡学校教育部長。 

○長岡英晃学校教育部長 

 議員お示しのとおり、学校教育において

も、手話への理解や生活の中で手話を言語

として活用していくということはとても重

要なことだと認識しております。今後、各

学校で取り組んでいる好事例等を発信し、

また、当事者からの講話や体験の実施など、

関係課と連携を図りながら、さらに取組を

広げていきたいと思っております。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 では次に、手話によるコミュニケーショ

ンができる環境を構築するための施策につ

いては、いかがでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 手話によるコミュニケーションができる

環境を構築するための施策としましては、

手話通訳者など手話ができる人を増やして

いくことが重要でして、初心者を対象とし

た手話奉仕員養成講座や、レベルアップを

目的とした講座を実施しております。また、

大阪府が実施する手話通訳者養成講座を岸

和田市内で開催し、多くの方が受講できる

よう努めております。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 手話通訳者など手話ができる方の養成を

行ってきたとの御答弁でしたけれども、過

去３年間の受講者や手話通訳者の人数の推

移を教えてください。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 初心者を対象とした手話奉仕員養成講座

の受講者は、令和３年度が27名、令和４年

度29名、令和５年度29名となっており、手

話通訳者の登録者数は、令和３年度が27名、

令和４年度25名、令和５年度30名となって

おります。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 講座などの開催方法や時間によって参加

者の増減があるかもしれません。手話がで

きる人をこれからも養成していくためには、

まずは最初のきっかけとして、手話に触れ
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合う機会を増やしていくことが重要だと考

えます。 

 広報紙には手話に関連する特集も掲載さ

れたことがありますが、例えばＱＲコード

があり、スマホで読み取ると手話の動画が

閲覧できるような取組はできないでしょう

か。そしてその動画にタイトルをつけ、初

級編の挨拶から始まり、手話で会話ができ

る中級へと継続した発信ができれば、自宅

で学ぶ機会も増え、学べる方も増えると思

います。ホームページや庁内に設置されて

いるテレビ掲示板にも配信してくだされば、

目で聞く手話へ触れることにもなります。

そこには当事者の方々に編集も御協力いた

だけたらと思ってございます。 

 また、市役所の窓口ですが、挨拶など、

職員が少しでも手話で対応される姿を市民

が目にする機会があれば、手話言語への周

知につながっていくと考えますし、職員の

皆様も手話を習得してみたいとのきっかけ

になるかもしれません。そこで、本市では

どのような見解をお持ちなのかお聞かせく

ださい。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 広報紙や市公式ウェブサイトにおいて、

ＱＲコードを利用して手話動画の配信を実

施することは、言語としての手話の認識が

広がるとともに、手話を習得することので

きる機会を増やす一助になると思われます

ので、今後積極的に取り入れてまいりたい

と考えております。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 職員向けの研修としましては、人事課が

毎年実施している新規採用職員前期研修の

障害者差別解消法についての研修の中で、

手話言語条例のことや挨拶などの手話体験

として実施してございます。今後も、人事

課と協力しながら、他の研修においても、

手話についての理解や挨拶などの手話体験

ができる研修などで多くの職員が手話に触

れる機会を検討していきたいと考えており

ます。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 御答弁いただきました。さらに手話言語

の理解が深まる希望が本当に見えました。

また、職員の皆様においても手話に触れる

機会が増えること、あわせて、管理職の皆

様も、お忙しいとは存じますが、ぜひ御一

緒に手話を学べる機会をつくっていただき

たいと、心からそう思います。どうか各部

署で手話の普及へ努めていただきますよう

にお願いいたします。 

 それでは、事業者に対しての普及啓発は

どうでしょうか。１枚の紙に凝縮された、

手話の第一歩として大変に分かりやすいパ

ンフレットがあります。また、これは作成

されておりますが、どのようなところに配

布されたり活用されたりしてきたのでしょ

うか。また、これらを事業者に配布するこ

とで、お店などでも手話が必要な方への理

解や合理的配慮につながる取組になると考

えますが、いかがでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 現在のパンフレットにつきましては、泉

州地域の手話通訳者で作成したもので、必

要に応じ印刷し、出前講座などで活用して

まいりました。事業者を対象とした手話の

普及啓発はできておりませんが、現在のパ

ンフレットをより充実させ、普及啓発に努

めてまいりたいと考えております。 
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 また、障害者支援課と人権・男女共同参

画課が事務局となり、障害者差別解消支援

地域協議会を開催しております。そこには

商工会議所も参画し、障害者への差別や合

理的配慮について意見交換などを行ってお

ります。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 このパンフレットというのは、内容が充

実してきますと聴覚障害者や健聴者、全て

の方に活用されるものとなりますので、当

事者の御意見も取り入れていただき、作成

後の情報提供や活用方法についても再度検

討をお願いいたします。また、市内事業者

へも当事者とのコミュニケーションが取れ

る環境整備や手話が必要な方々に対する情

報の取得方法について、事例も含めて市内

事業者と関連する部署が福祉部と連携して

情報提供できるように取り組んでください。 

 今後、より手話に関する普及啓発、また

施策を進めていくには、様々な関係機関で

構成される協議体のようなものが必要と考

えますが、見解をお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 手話の普及促進を進めるためには多くの

機関と連携していく必要がありますが、ま

ずは市と聴覚障害者の方々、手話サークル、

登録手話通訳者の方々の４つの団体で、普

及啓発についての意見交換を持つ場を予定

してございます。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 皆様が生活する中での体験を意見として

聞かせていただける場は大切ですし、その

予定をされているということは本当に大き

な前進だと思います。また本当にうれしく

思います。今後、この体制が拡大し、さら

なる啓発事業の施策へと展開できるように

お願いいたします。 

 また、最後になってきましたが、緊急時

における情報の提供と意思疎通の支援に関

する取組についてお尋ねいたします。 

 救急車を要請する際は、スマートフォン

やパソコン、またはファクスを使って119番

ができるＮｅｔ119やＦａｘ119があります。

また、一般社団法人日本財団電話リレーサ

ービスが実施している、24時間365日、通訳

オペレーターを通して通話ができる電話リ

レーサービスがあります。 

 しかしながら、このような御相談があり

ました。救急車が到着しても、当事者が言

葉を発せられない、つらい状態かもしれま

せん。また、家族が急変し救急車を要請し

た場合、その状態を伝えるには、実際のと

ころ筆談するしか方法がない状況となって

おります。筆談もままならない状況もある

かもしれませんと、急を要する状態のよう

なときに伝える言葉が手話である場合、当

たり前にそれに対処する施策を考えるべき

ではないでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 北本福祉部長。 

○北本惠資福祉部長 

 救急隊が到着した際や搬送先の病院での

意思疎通支援体制については、事前に用意

したＱＲコードを読み込み、スマートフォ

ンを通じて、365日、８時から21時までオペ

レーターが通訳するといった事業の活用を

検討しております。 

○烏野隆生議長 

 南議員。 

○14番 南加代子議員 

 最後は緊急時の対応について、事業の検

討も伺いましたが、大切な皆様の命を守る
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ため、これは早急に取り組んでくださるよ

うに、本当に強く要望しておきます。 

 そして、明年の11月には東京2025デフリ

ンピックが開催されます。オリンピック、

パラリンピック同様４年ごとに開催されま

す。国際的に耳の聞こえない、聞こえにく

い人のデフアスリートを対象としたスポー

ツ競技大会で、日本での開催は初めてとな

ります。もしかすると、本市にゆかりのあ

る方が参加されることもあるかもしれませ

ん。その際は、世界で戦うアスリートたち

を全力で応援したいと思っております。 

 また、先日ですが、きしわだ手話まつり

が福祉総合センターで開催されていました。

聾者と聴者が共につくる演劇を身体表現、

字幕、音楽、手話で表現する公演で、私は

初めて見ることができ感動いたしました。

言葉に壁はない、互いを尊重する大切さを

改めて学びました。 

 大切な方と意思疎通を図る方法が手話言

語条例としてあります。行政には、手話の

普及啓発の促進が図れる施策としての展開

を、このたびお答えいただいたとおり実現

くださるよう要望して、私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。 

○烏野隆生議長 

 次に、中岡議員。 

   （３番 中岡佐織議員登壇） 

○３番 中岡佐織議員 

 大阪維新の会の中岡佐織です。議長より

発言のお許しを頂きましたので、一般質問

に参加させていただきます。理事者の皆様

におかれましては、質問の趣旨を御理解い

ただき、市民の皆様に的確で分かりやすい

御答弁をよろしくお願い申し上げます。 

 私からは２点、通告に従いまして質問を

させていただきます。 

 まず１点目は、投票率向上に向けた取組

について、２点目は、市公式ウェブサイト

のアクセシビリティ向上についてお尋ねい

たします。 

 それでは、各質問の趣旨を述べさせてい

ただき、個別の課題について質問を進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 まず１点目、投票率の向上についてお伺

いいたします。 

 直近過去５回の岸和田市議会議員選挙の

投票率は低下が止まらず、2023年の統一地

方選挙においても38.64％と非常に低い結果

となりました。私はかねてより岸和田市の

投票率の低さを案じておりましたので、昨

年も選挙や主権者教育に関する質問をさせ

ていただいたところでございます。 

 さて、直近では令和６年10月27日に衆議

院議員総選挙が行われました。前回と比較

して投票率はいかがでしたでしょうか。ま

た、年代別などの傾向、考察もあればお聞

かせください。 

 そして２点目は、市公式ウェブサイトの

アクセシビリティ向上についてお尋ねいた

します。 

 令和６年４月１日改正施行の障害を理由

とする差別の解消の推進に関する法律によ

り、全事業者に合理的配慮の提供が法的に

義務化されました。この改正に伴い、ウェ

ブサイトでも障害者に配慮するウェブアク

セシビリティーが事業者に求められていま

す。 

 このアクセシビリティーという言葉は、

英語のＡｃｃｅｓｓ、近づく、アクセスす

るの意味とＡｂｉｌｉｔｙ、能力、できる

ことの意味からできています。近づくこと

ができる、アクセスできるという意味から

派生して、製品やサービスを利用できるこ

と、またはその到達度という意味でも使わ

れています。 

 すなわち、ウェブアクセシビリティーと
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は、ウェブページのバリアフリー化です。

利用者の障害などの有無やその度合い、年

齢や利用環境にかかわらず、あらゆる人々

がウェブサイトで提供されている情報やサ

ービスを支障なく利用できることを意味い

たします。 

 まずは、現在の本市の公式ウェブサイト

におけるバリアフリー化はどこまで進んで

いるのか、閲覧者支援機能の現状について

お聞かせください。 

 以上２つの点について、理事者の御答弁

をよろしくお願い申し上げます。あとの質

問は自席にて行います。まずは御清聴あり

がとうございました。 

○烏野隆生議長 

 西村選挙管理委員会事務局長。 

○西村朗選挙管理委員会事務局長兼監査事務局

長兼公平委員会事務局長兼固定資産評価審

査委員会書記長 

 御質問の１．投票率向上に向けた取組に

ついて御答弁させていただきます。 

 今回の衆議院議員総選挙につきましては、

非常に急な選挙ということもあり、全国的

に投票率が下がっております。小選挙区の

投票率に関しましては、全国平均では

53.85％、前回より2.08％の減少、大阪府平

均では52.61％で、前回より3.59％の減少、

本市につきましては45.19％で、前回より

5.08％の減少となっております。 

 年代別につきましては、10代が31.79％、

20代が26.04％、30代が34.17％、40代が

40.44％、50代が47.11％、60代が58.25％、

70代が61.62％、80代以上が44.31％となっ

ており、やはり若い年代層の投票率が低い

結果となっております。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 現在、市公式ウェブサイトでは閲覧者支

援機能として外国語翻訳、文字サイズの拡

大及び背景色の変更機能を備えております。

また、ウェブサイト全体におきましては、

ＪＩＳ、日本産業規格に基づき、高齢者や

障害のある人を含む全ての利用者が使用し

ている端末、ウェブブラウザー、支援技術

などに関係なくウェブコンテンツを利用可

能にすることを目指しながら運用しており

ます。 

○烏野隆生議長 

 中岡議員。 

○３番 中岡佐織議員 

 それぞれ初めの質問にお答えいただきま

した。ここからは選挙管理委員会に再質問

させていただきます。 

 前回の市議会議員選挙以降、直近選挙の

10月27日の衆議院議員総選挙までの間に、

本市ではどのような啓発活動を行っていた

のかお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 西村選挙管理委員会事務局長。 

○西村朗選挙管理委員会事務局長兼監査事務局

長兼公平委員会事務局長兼固定資産評価審

査委員会書記長 

 今年度させていただいた啓発につきまし

ては、春のお城まつりの際に来場者に選挙

ＰＲ物品を配布し選挙啓発に努めたり、明

るい選挙啓発ポスターコンクールの募集や、

小中学校に働きかけて、依頼のあった小学

校４校と高校１校に出前講座にお伺いし、

選挙制度についての講座や実際の機材を使

った模擬投票を体験していただくなど、理

解を深めていく取組を行っております。ま

た、前回の選挙から投票済証をリニューア

ルしお配りさせていただいております。 

○烏野隆生議長 

 中岡議員。 

○３番 中岡佐織議員 

 私が昨年の質問をさせていただいた以降、
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お城まつりでの選挙ＰＲ物品の配布と主権

者教育ということで市内小学校４校、高校

１校ということでした。学校のカリキュラ

ムとの兼ね合いで難しいところもあるかと

思いますが、中学校はゼロということでし

たので、高校とともにもう少しずつでも増

やしていただければと思います。 

 そして、先ほどの年齢別投票率では20代、

30代の投票率が低くなっています。それは

どういったことで行かないのか。行きたく

ても行けないのか。そもそも政治に興味が

ないからなのか。子育て世代で行きづらい

のか。どうしたら投票行動につながるのか

というようなことから、しっかり原因を分

析し、ターゲットとなる年代層に響くＰＲ

方法を取っていただく必要があると思いま

す。 

 では次に、私の昨年６月の一般質問にお

いて、ＳＮＳなどで話題になっている地域

の工夫された投票済証を幾つか御紹介し、

岸和田市でも投票行動につながるような魅

力ある投票済証などを作ってはどうかとい

う提案をさせていただいておりましたが、

早速10月の衆議院議員選挙では投票済証を

リニューアルしていただき、私も投票した

際にもらうことができました。以前の簡素

なものよりも、岸和田市らしい図柄で非常

によいものだと思いました。 

 これを実現していただき、とても喜んで

おりますが、それでは、この新しい投票済

証は何人ぐらいがお持ち帰りになったので

しょうか。また、リニューアルすることを

事前に広報等されていたのでしょうか、お

聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 西村選挙管理委員会事務局長。 

○西村朗選挙管理委員会事務局長兼監査事務局

長兼公平委員会事務局長兼固定資産評価審

査委員会書記長 

 以前の投票済証はほとんどお持ち帰りさ

れる方はいらっしゃいませんでした。今回

の投票済証は約3500枚お持ち帰りされまし

た。投票所によりましては、途中で足りな

くなったとのことで、至急追加を持ってき

てほしいという投票所が５か所程度ござい

ました。 

 広報につきましては、全戸配布させてい

ただいております選挙きしわだの１面にデ

ザインをリニューアルしたことと、題字に

ついても本市在住の書家にお願いしたこと

を図案とともに掲載させていただいており

ます。そのほかにも、岸和田商工会議所会

報のきしわだ所報10月号に折り込みチラシ

として同封させていただいたりしておりま

す。 

○烏野隆生議長 

 中岡議員。 

○３番 中岡佐織議員 

 約3500枚もお持ち帰りいただいたという

のは驚きました。また、商工会議所でも御

協力いただいたということ、いろんな方面

からの向上する仕組みをうれしく思います。

先々へのＰＲにもきっとつながっていると

思います。 

 昨年御紹介した以降も、他地域において

投票済証が様々工夫を凝らして作成されて

おり、話題になっているものもございます。

引き続き、岸和田市でも投票行動につなが

るような魅力ある投票済証を作成していた

だけたらと思います。 

 それでは次に、そのほかにも投票率向上

のための新しいＰＲ活動等は何か考えてお

られますか。 

○烏野隆生議長 

 西村選挙管理委員会事務局長。 

○西村朗選挙管理委員会事務局長兼監査事務局

長兼公平委員会事務局長兼固定資産評価審

査委員会書記長 
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 新たなＰＲ活動といたしましては、本市

でもＬＩＮＥを活用する方針が出ておりま

すので、選挙管理委員会といたしましても、

ＬＩＮＥを活用したＰＲ活動をすることで

投票率の低い若い世代の方にＰＲができる

のではないかと考えております。 

 また、ＰＲ以外でも、市民の皆様が便利

になるような選挙に関するＬＩＮＥの活用

について、関係課と検討してまいります。 

○烏野隆生議長 

 中岡議員。 

○３番 中岡佐織議員 

 初めの御答弁にもありましたが、若い方

の投票率が圧倒的に低いとのことなので、

投票済証を持って帰りたくなる仕掛けを組

み合わせるなど、投票率の年代別、投票所

別、日程等、データに基づいた分析をし、

そこへ響くような効果的なＰＲ活動をして

ほしいと思います。 

 また、伴わせて、最近でいうと東京都知

事選挙や11月17日に投開票が行われた兵庫

県知事選挙は、ＳＮＳ選挙と呼ばれるほど

ＳＮＳや動画サイトが投票行動に大きな影

響を及ぼしていました。ＳＮＳは使い方を

間違えると危険なことにもつながることも

ありますが、若者の政治への関心を高め、

投票率のアップに貢献したことは明らかで

すので、評価すべき点が十分ございます。 

 今後もインターネットを使ったＰＲとい

うのは効果的であると思いますので、ＬＩ

ＮＥ活用の件が先ほどもございましたが、

広報広聴課などとも連携し、さらなる本市

の投票率の向上を目指してほしいと思いま

す。 

 では次に、ここからはウェブサイトのア

クセシビリティー向上について、総合政策

部にお尋ねいたします。 

 先ほど、現在の市公式ウェブサイトにお

けるバリアフリー化はどこまで進んでいる

のか、閲覧者支援機能の現状についてお答

えいただきました。本市の公式ウェブサイ

トをパソコンのブラウザー、マイクロソフ

トエッジとグーグルクロームで閲覧してみ

ましたが、全画面表示にすると今お答えい

ただいた機能は画面の上部に表示されます

が、小さくしたブラウザーでは見えなくな

ります。私のスマートフォン、ｉＰｈｏｎ

ｅでも確認できませんでした。できるだけ

いろんな方の異なる条件からのアクセスに

も備えるべきだと考えますが、ブラウザー

によるアクセシビリティーの差はどのよう

になっていますか。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 ５年前のウェブサイト更新時点ではパソ

コンでの閲覧を主としたＣＭＳ構成が一般

的でありまして、アクセシビリティーにつ

きましては、文字の拡大など端末機能に依

存しているといった状況でございました。

そのため、現時点では、スマートフォンに

おいてパソコン閲覧時と同等の閲覧者支援

機能は使用できない状況でございます。 

 なお、現在、市ウェブサイトのリニュー

アル作業中でございますが、更新後はスマ

ートフォンでもパソコン版と同様の閲覧者

支援機能が利用できるように準備を進めて

いるところでございます。 

○烏野隆生議長 

 中岡議員。 

○３番 中岡佐織議員 

 スマートフォンでインターネットを利用

する方が多い現状がありますので、できる

だけ早期に、リニューアルに伴い、いろい

ろな障害に対応できるアクセシビリティー

の向上の調査研究をお願いいたします。 

 三重県桑名市がフェアナビという閲覧支

援サービスを導入しており、近隣では泉大
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津市も導入予定であると聞いています。こ

のサービスでは老眼、弱視、色弱、てんか

んなど７種類の障害に対応しています。例

えば老眼をオンにすると、文字のサイズや

間隔のほか、カーソルの大きさや画面の明

るさもワンクリックで変更できます。また、

てんかんを選べば動画の停止機能があり、

それぞれが自分の障害に合った設定で色を

はっきりさせたり刺激が少ないソフトな色

にするなど、自由にできるカスタマイズ機

能もあり、設定はサイト上で引き継がれま

す。 

 このサービスを利用することにより、ウ

ェブサイトを障害や年齢に関係なく誰もが

情報に対して公平にアクセスできる、情報

格差のない世界の実現につながるとのこと

です。ちなみに、マイクロソフトエッジと

グーグルクロームのウインドーサイズを変

えても、ｉＰｈｏｎｅからも確認できまし

た。 

 このようなウェブサイトのアクセシビリ

ティー向上の取組について、本市としての

お考えをお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 先ほど申し上げましたが、市公式ウェブ

サイトにつきましては、来年３月頃の公開

を目指して現在リニューアルの準備を進め

ております。その中で、やさしい日本語の

導入を予定しております。これは、日本語

が不自由な閲覧者向けに平易な日本語を使

って防災や医療、教育など、重要なウェブ

ページを作成し、情報が正しく伝わること

を目的にした閲覧支援サービスでございま

す。 

 また、議員御紹介のフェアナビにつきま

しては、ウェブページのアクセシビリティ

ーを簡単に高めることができるプラグイン

型サービスでございます。これは、文字サ

イズの変更や文字の間隔、色の反転や彩度

の調整、フォントの調整などを詳細に設定

することができることから、ウェブアクセ

シビリティーの向上に寄与するものである

と考えております。 

 このサービスを導入しております桑名市

の公式ホームページを確認させていただき

ましたところ、閲覧者支援機能が大変充実

しているように見受けられました。本市に

おきましても、今後さらなる閲覧者支援機

能の拡充を目指して調査研究を進めてまい

ります。 

○烏野隆生議長 

 中岡議員。 

○３番 中岡佐織議員 

 ウェブアクセシビリティーが確保されて

いない場合の問題事例として、次のような

ことが総務省のウェブサイトに掲載されて

います。 

 １つ目、避難所等の情報や地図が画像Ｐ

ＤＦのみで掲載され、音声読み上げソフト

が使用できず、視覚障害者が避難情報を得

られない。２つ目、市長の会見の模様が字

幕のない動画のみで掲載され、字幕やテキ

ストの会見録がないため、聴覚障害者が内

容を把握できない。３つ目、ホームページ

がキーボードのみで操作できるように作ら

れておらず、手の動作が不自由でマウスを

使うことができない利用者がホームページ

を利用することができない。４つ目、背景

と文字の色のコントラスト比が確保されて

おらず、高齢者や色覚障害者が閲覧しにく

い。 

 このようなことから、一般的にウェブア

クセシビリティーが確保できているウェブ

サイトとは、具体的に次のようなことが言

えます。 

 １つ目、目が見えなくても情報が伝わる
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こと、操作できること。２つ目、キーボー

ドだけで操作できること。３つ目、一部の

色が区別できなくても得られる情報が欠け

ないこと。４つ目、音声コンテンツや動画

コンテンツで、音声が聞こえなくても話し

ている内容が分かること。 

 こういったウェブサイトであれば、視覚

障害、聴覚障害、色覚特性のある人など、

ウェブサイトの閲覧にお困りの症状をお持

ちの方でも、ウェブサイトを介して情報を

入手したりサービスを利用できるようにな

ります。 

 厚生労働省の平成28年生活のしづらさな

どに関する調査によれば、日本だけで少な

くとも身体障害者手帳保持者は428.7万人と

推計されています。また、障害の有無にか

かわらず、加齢により視力や聴力が衰えた

人や、けがや病気などで一時的または長期

的に目や耳が使えない人、あるいは明るさ

の足りない環境や雑音により音声の取得が

難しい状況にある人など、あらゆる人々が

ウェブサイトにアクセスできます。目のハ

ンディだけでも、一般的に高齢者の72％が

老眼や緑内障、様々抱えているそうですが、

本市は65歳以上の方が、住民基本台帳の昨

年度のデータでは５万3000人以上います。 

 これからはインターネット世代が高齢者

となるため、オンライン上のバリアフリー

がますます必要になってきます。デジタル

庁は、誰一人取り残されない、人に優しい

デジタル化をミッションに掲げています。 

 本市でも、誰一人取り残されないデジタ

ル化を目指すために、ウェブサイトや情報

システムが多様な使い方で利用することが

できて、サービスを受けられる状態にして

いただきたいと思いますので、引き続きの

御協力をよろしく申し上げて、私の質問を

終わらせていただきます。御清聴ありがと

うございました。 

○烏野隆生議長 

 次に、河合議員。 

   （５番 河合達雄議員登壇） 

○５番 河合達雄議員 

 にじの会の河合達雄です。議長より発言

のお許しを頂きましたので、一般質問に参

加させていただきます。理事者の皆様方に

は市民に対して分かりやすい御答弁を、ま

た議員各位におかれましては、しばらくの

間御清聴賜りますようよろしくお願いいた

します。 

 それでは、通告に従いまして質問させて

いただきます。 

 まず１点目、万博開催に向けた取組につ

いて。 

 2025年４月13日から大阪・関西万博が開

催されます。2005年に開催された愛・地球

博に続き、20年ぶりに日本で開催される国

際博覧会ですが、これをきっかけに大阪を

盛り上げていかなければならないのは言う

までもありません。 

 そこで、総合政策部と観光面から魅力創

造部にお聞きします。岸和田市として、ど

のようにこの万博を生かしていこうという

のかお教えください。 

 ２点目、行財政改革の職員アンケートに

ついて。 

 少子高齢化の進展により、今後、我が国

全体で労働力を確保することがますます難

しくなると見込まれています。地方公共団

体においても、安定的に行政サービスを提

供していく上で、公務を担う質の高い人材

を確保することが極めて重要になってきて

います。 

 本市においても人材確保に向けて様々な

工夫を行っているようですが、これらの多

くはほかの自治体でも同様に取り組んでい

るものです。より本質的にこの問題の解決

を図るためには、今、組織にいる人材を大



- 31 - 

切にすることが何よりも重要であると思い

ます。職員が働きやすく、やりがいを実感

し、愛着を持つことができる職場をつくる

ことが、貴重な人材の流出の抑止と職員の

新規採用の増加に結びつくはずです。 

 岸和田市新行財政改革プランでは、働き

やすい職場をつくるため、働き方改革、働

きがい改革を進めるとされています。また、

チャレンジする職員を応援し、頑張った職

員に報いるため、人事・給与制度の構造改

革を実施すると示されています。いずれも

非常に重要な取組であると思います。 

 そこでお尋ねします。先般、庁内に設置

した行財政改革プロジェクトチームにおい

て、働き方改革、働きがい改革や人事・給

与制度改革の検討に当たり、職員意識調査

を実施していると聞いています。その実施

に至る背景や目的、アンケート内容などに

ついてお教えください。 

 ３点目、新行財政改革プランについて。 

 本市は過去20年余りの間に３度も大きな

財政危機を繰り返しています。その背景に

は、経常収支が逼迫し、財政が硬直的であ

るという長年の課題があります。この課題

を解決しなければ、将来にわたって安定的

に質の高い市民サービスを提供していくこ

とは難しいと思われます。 

 去年３月に策定された岸和田市新行財政

改革プランでは、この課題の解決に向けて

経常収支を９億円改善するという目標を掲

げています。この目標を達成するためにど

のような取組を行おうとしているのか、ま

た、現時点において目標達成の確実な見通

しが立っているのかについて教えてくださ

い。 

 ４点目、押し込み強盗への対策について。 

 匿名・流動型犯罪グループによる強盗や

特殊詐欺事件が相次いでおり、被害などを

報じる新聞記事やニュースを目にした市民

から不安を感じる声が寄せられています。

市で行っている防犯の取組についてお教え

ください。 

 ５点目、避難所となる公民館等へのエア

コン設置について。 

 最後に、危機管理部と生涯学習部に質問

します。災害時の指定避難所について、災

害の状況に応じて公民館や青少年会館が指

定避難所として、避難者の受入れを想定し

て開設されます。近年、災害が激甚化して

いることから、避難者の体調管理を考慮し

た場合、指定避難所となる公民館等が少し

でも快適に過ごせるよう、エアコン等の設

備は必要であると考えます。まずは、現在

の指定避難所におけるエアコンの必要性に

ついて、危機管理部にお聞きします。 

 以上で壇上からの質問は終わらせていた

だき、この後は自席にて一問一答方式で質

問させていただきます。御清聴ありがとう

ございました。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 大阪・関西万博の開催につきまして、令

和５年８月に岸和田市における大阪・関西

万博に関する取り組み基本方針を策定して

おります。この基本方針では、本市におい

て万博を通じて何を発信したいのか、何を

成長させたいのかを明確化し、取組のキー

テーマを総合計画、将来ビジョン・岸和田

の基本計画の重点目標の達成を意識し、設

定しております。 

 １つ目として、万博は次代を担う子供た

ちの五感や興味を刺激し、個性豊かな可能

性を大きく伸ばす場として期待できること

から、子供たちの夢を育み、一人一人が持

つ可能性を伸ばしていきたい。 

 ２つ目としては、地域経済の活性化とし

て、広く本市の魅力を発信することにより



- 32 - 

認知度を高め、本市へ来訪する人を増やし

たい。また、先端技術と伝統技術や文化と

の融合によるイノベーションを発信する場

として、企業等と連携し本市の産業を活性

化させたいと考えています。 

 ３つ目として、社会課題への挑戦として、

環境への配慮、カーボンニュートラルや持

続可能な社会の実現、ＳＤＧｓなど、現代

社会の課題解決への挑戦の場として、本市

における社会課題解決に向けた取組を発信

し、課題意識の向上や取組の活性化につな

げたいと考えております。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 国の観光政策におきまして令和５年３月

31日に閣議決定された観光立国推進基本計

画では、持続可能な観光、消費額拡大、地

方誘客促進の３つをキーワードとして様々

な施策を推進していくこととされてござい

ます。 

 また、大阪府においても、大阪都市魅力

創造戦略2025において、魅力共創都市・大

阪を目指し、大阪・関西万博のインパクト

を生かした都市魅力の創造、発信、多様な

主体との連携、大阪全体の活性化などを基

本的な考え方としているところでございま

す。 

 本市におきましても、国や大阪府の方針

に乗り遅れることなく、大阪・関西万博を

機に、まだ知られていない大阪、泉州の地

域魅力を一体となって発信し、地域の方と

ともに本市の多様な観光資源を生かし、府

内周遊場所の１つとしてその役割を果たす

ことで、地域の活性化に努めてまいりたい

と考えてございます。 

○烏野隆生議長 

 谷口総務部長。 

○谷口英樹総務部長 

 職員意識調査についてお答えいたします。

議員御指摘のとおり、自治体においても人

材確保が重要な課題になってきており、職

員が働きやすく、やりがいを実感し、愛着

を持つことができる職場づくりに取り組み、

人材確保に結びつけることは非常に大切な

ことであると認識しております。 

 今回の職員意識調査は、働き方改革、働

きがい改革や人事・給与制度改革の取組に

ついて具体的に検討するに当たり、職員が

感じている職場の課題や問題点を把握し分

析するために実施いたしました。 

 調査の内容は、職員の仕事に対する意識

やモチベーション、組織風土、職場環境、

人材育成や人材確保の在り方に加え、人事

評価や昇任昇格などの人事・給与制度に関

する事項で、全部で82項目となりました。

調査は11月29日に終了しており、現在、集

計と分析作業を行っているところです。 

○烏野隆生議長 

 寺本財務部長。 

○寺本義之財務部長 

 御質問のうち３．新行財政改革プランに

ついてのうち、経常収支の改善について御

答弁いたします。 

 議員御指摘のとおり、昨年３月に策定い

たしました岸和田市新行財政改革プランに

おいて、令和12年度時点において単年度の

経常収支を９億円改善することを定量的な

目標として掲げ、財政体質の健全化に向け

て取組を進めているところでございます。 

 経常収支の改善は、職員給与の一時的な

カットや事業の延伸、資産の売却など、効

果が一過性にとどまる取組によって実現す

ることはできません。将来にわたって効果

が持続する取組が必要ですが、これらの多

くは、これまでの市民サービスや行政運営

体制を構造的に変えることを要するものと

なります。岸和田市新行財政改革プランは、
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このような行政の構造改革を進めつつ、財

政体質の健全化を図ることを目指しており

ます。 

 岸和田市新行財政改革プランの具体的な

取組の一部について御説明いたしますと、

我が国全体で生産年齢人口が減少し、労働

力の確保が難しくなる中で、労働生産性の

向上と人材確保の取組を強化することが求

められております。 

 このような観点から、職員が働きやすく、

やりがいを実感することができる職場をつ

くるため、働き方改革、働きがい改革を推

進するとともに、行政ＤＸや民間活用を積

極的に進め、貴重な人的資源の最適な活用

を図ってまいります。 

 また、社会環境や人口構造の変化に伴い、

公共施設の利用状況や求められる機能にも

大きな変化が生じております。将来にわた

って持続可能で質の高いサービスを提供し

ていくため、このような環境の変化を踏ま

えて、公共施設の機能と量の最適化の取組

を進めてまいります。 

 岸和田市新行財政改革プランに基づく構

造改革の取組の多くは、たくさんの関係者

の御理解を必要とするものであり、実現ま

でには様々な調整を要します。現時点で目

標達成の確実な見通しが立っていると言え

る状況にはありませんが、将来を見据えて

着実に前進させることが肝要であると考え

て取り組んでいるところでございます。 

○烏野隆生議長 

 生嶋市民環境部長。 

○生嶋雅美市民環境部長 

 御質問の４．岸和田市の防犯について、

本市で行っている防犯の取組についてお答

えいたします。 

 本市では現在、町会・自治会に対し防犯

灯や防犯カメラの設置費用などの補助を行

っているほか、青色防犯パトロール活動、

市ホームページでの防犯情報の提供などを

行っております。また、令和２年度から特

殊詐欺対策用の自動通話録音機の貸出しも

行っております。 

○烏野隆生議長 

 寺本危機管理部長。 

○寺本隆二危機管理部長兼危機管理監事務取扱 

 御質問の５．避難所となる公民館等への

エアコン設置について、危機管理部より答

弁いたします。 

 議員御指摘のとおり、避難された方々が

体調を崩すことなく少しでも快適に過ごし

ていただくためにも、避難所に指定されま

した施設におけるエアコンは必要であると

考えております。 

 その考え方に基づき、指定避難所となる

公共施設内におきまして、できるだけエア

コンの整った部屋や場所を御提供いただけ

るよう、年１回、避難所配備職員が施設管

理者と協議を進めてございます。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 それでは再質問させていただきます。 

 大阪・関西万博開催に向けた取組につい

てですが、取組の考え方については理解し

ました。またとないこの機会に、ぜひ積極

的に本市の活性化につながる取組を実施し

てほしいと思います。 

 海外からも多くの方が大阪に訪れる機会

ではありますが、なかなか本市だけでは発

信についても弱いのではないかと思います。

そこで、広域連携という観点から、大阪・

関西万博への取組について、考えを教えて

ください。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 大阪・関西万博では、オール大阪で地元
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の魅力を広く世界にＰＲするため、大阪府

と全ての府内市町村が連携した自治体参加

催事、大阪ウｨークの実施を目指していると

ころです。大阪ウィークは祭りをテーマに

し、春、夏、秋の３期にわたって大阪の地

域の魅力を国内外に発信することをコンセ

プトにしておりまして、現在、本市におい

ても出展準備を進めているところです。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 広域連携の取組につきまして、大阪・関

西万博には国内外から約2820万人が来場す

ると言われており、特に約350万人と言われ

ている海外からの来場者に向けまして、本

市だけではなく泉州一体となったＰＲや誘

客の推進が効果的であると考えております。

その観点から、ＫＩＸ泉州ツーリズムビュ

ーローに効果的な事業の実施について働き

かけていきたいと考えてございます。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 ４月13日の大阪・関西万博の開幕式は盛

大に行われると思いますが、当日会場に行

かない市民にぜひパブリックビューイング

ができればと考えます。サッカーや野球な

どでは、たくさんの方が各地で応援してい

る姿がメディア等でも取り上げられていま

す。開会式の様子をぜひ本市の将来を担う

子供たちに見てもらいたいと思います。 

 また、泉州地域全体での機運醸成という

観点からも、本市だけでなく、近隣市町と

協力し、周辺でのキッチンカーイベントな

ど、にぎやかに実施できれば、みんなが楽

しめて泉州から万博を盛り上げる事業にな

ると思います。ぜひＫＩＸ泉州ツーリズム

ビューローに働きかけをお願いしたいと思

うのですが、いかがでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 パブリックビューイングの開催の御提案

につきまして、事業の内容、会場の選定や

経費を含め、ＫＩＸ泉州ツーリズムビュー

ローの構成市の合意を得て、来年度の事業

計画に反映できるかを協議してまいりたい

と考えております。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 大阪・関西万博では、ブルーインパルス

を大阪府全域に飛行させることが決まって

おり、５月の連休には花博記念公園鶴見緑

地にてはらぺこＣＩＲＣＵＳを開催予定で、

万博期間中、大阪府各所でイベントがあり

ます。本市も機運醸成の高まる大きな盛り

上がるイベントを計画し、それに予算をつ

けていただき、本市活性化へ向けて取り組

むことを要望して、この質問を終わります。 

 次に、行財政改革の職員アンケートにつ

いて、退職者が多い理由について。 

 自治体だけでなく、民間企業においても

若年層の獲得が困難になっていると聞いて

おります。人材の獲得が難しいのであれば、

せめて流出する人材、つまり退職者を減ら

すことはできないのでしょうか。 

 本市におきましても、退職者が増えてい

ると聞いております。最近の退職者数の傾

向と退職の理由、そして退職者を減らすた

め、何か考えていることがあればお教えく

ださい。 

○烏野隆生議長 

 谷口総務部長。 

○谷口英樹総務部長 

 近年の退職者数の傾向につきまして、過

去３年間の正規職員の定年退職者を除く退

職者数で申し上げますと、令和３年度が82
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人、令和４年度は104人、令和５年度は89人

となっております。 

 退職の理由につきましては、その全てを

把握することは困難ですが、家庭の事情、

職場環境や給与などの勤務条件、業務量や

職責など、様々な事由を聞いておるところ

です。 

 退職を防ぐためには、組織への愛着や思

い入れなど、組織と職員の相互理解、関係

性、結びつきを高めることも手段の１つに

なると考えているところです。今回実施し

た職員意識調査の結果も参考にしながら、

働きやすく、やりがいを実感し、愛着を持

つことができる組織づくりに努めてまいり

ます。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 働き方改革を推進する自治体や企業等も

増えています。ここ数年、若年層の退職者

が増加傾向にありますが、このままほって

おくと今後の人材育成に支障を来すと思わ

れます。働きやすく、やりがいのある職場

を目指すには、職場環境を整備し直し、人

材確保に向けた取組が必要です。 

 貴重な人材の流出を抑止し、新規採用の

職員を増やすためには、愛着を持つことが

できる職場をつくること、それには職員の

仕事に対する意識やモチベーションを上げ

ることによって、よりよい環境となり、働

きやすい職場になると思います。 

 働き方改革にとって人事・給与制度は最

も大事なことで、退職を防ぐ１つの手段で

すので、愛着を持つことのできる組織づく

りを期待しています。 

 次に、職員の給料プラスアルファについ

てですが、前の質問と関連していますが、

組織への愛着や思い入れが高まれば、離職

する気持ちは薄れ、退職者も減少すると思

います。 

 退職の理由として、家庭の事情、職場環

境や給与などの勤務条件、業務量や責務な

ど、個別様々な事由があるとのことでした。

退職者を減らす方法として、例えば給料を

引き上げることも１つの手段であると考え

ますが、職員の給料の引上げなど、給与の

決定はどのように行われているのでしょう

か。 

○烏野隆生議長 

 谷口総務部長。 

○谷口英樹総務部長 

 職員の給与制度、水準に関しては、地方

公務員法により、市は職員の給与等の勤務

条件が社会一般の情勢に適応するよう、随

時適当な措置を講じなければならないとさ

れており、また、職員の給与は、生計費や

国、他の地方公共団体の職員、そして民間

事業の従事者の給与やその他の事情を考慮

して定めなければならないとされておりま

す。これらのことから、本市では、国家公

務員の給与水準を社会一般の情勢に適応し

た適正な給与を確保するために行われる人

事院勧告を尊重して職員の給与を決定して

いるところです。 

 令和６年の人事院勧告におきましては、

若年層に特に重点を置きつつ、おおむね30

歳代後半までの職員に重点を置いて、全て

の職員を対象に給料表を引き上げる改定が

勧告されたところで、この勧告に準拠した

場合、本市の事務職大卒初任給では月額２

万2900円の増額となります。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 若手職員の給料が大幅に上がるのであれ

ば、離職防止につながるのではないかと期

待します。また、若年層ほどではないでし

ょうが、若年層以外の職員も引上げされる
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とのことです。本市を担う中堅職員にこそ

岸和田市に愛着や思い入れを持っていただ

きたいと思います。職員アンケートの結果

を活用して活気ある職場にしていただくこ

とを期待して、この質問を終わります。 

 次に、新行財政改革プランのふるさと寄

附の進捗状況ですが、財政体質の健全化を

図るために行政の構造改革に取り組まなけ

ればならないことは理解しました。 

 しかし、これらの取組を実現するには高

いハードルを越えていかなければならず、

非常に多くの調整を要し、十分な効果が現

れるまでに長い時間がかかると思います。

より早くより大きな財政効果が現れる取組

にも注力すべきと考えます。 

 財源に乏しい岸和田市にとって税外収入

という財源を確保する手段として、ふるさ

と寄附金は重要であると考えています。本

年もふるさと寄附金は減少しているようで

すが、９月議会における債務負担行為の承

認の後、現在どのような進行状況になって

いますか。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 令和２年度から続くふるさと寄附金受入

額の減少を受けて、９月議会において債務

負担行為の承認を頂きました。これを受け

て、本年10月から岸和田市ふるさと納税支

援業務委託事業者選定に係る公募型プロポ

ーザルを行い、11月下旬に結果が出たとこ

ろでございます。 

 これは、岸和田市のふるさと寄附事業に

係る業務について、寄附の受付、問合せ対

応、寄附者情報の管理、返礼品の発送に関

する業務、寄附受領証明書の発行等を中間

事業者に委託するものです。 

 この中間事業者については、令和７年４

月から追加導入を行い、ふるさと納税の各

ポータルサイトとより一層の連携を図り、

返礼品協力事業者の新規開拓や新規返礼品

の開拓などを行うことで、ふるさと寄附額

の増加を図っていくものでございます。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 ふるさと寄附事業に係る中間事業者の追

加導入とは、具体的にどういう内容になり、

どういう点が変わりますか。従来要望して

いたふるさと寄附について専門的に開発や

研究、ＰＲなどを考えるコンサル面などの

強化もできるのでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 追加導入と申しますのは、岸和田市では

現在、返礼品を掲載している全てのポータ

ルサイトの管理を株式会社さとふるが一括

代行を行っております。さとふる関連のポ

ータルサイトは株式会社さとふるしか管理

を行うことができない運営のため、引き続

きさとふるが管理運営を行いますが、この

たび、楽天ふるさと納税やふるなびなど、

他のポータルサイトの運営については、よ

り一層のふるさと寄附の内容充実のために、

別に中間事業者を追加で選定し導入するも

のでございます。 

 これにより、令和７年度以降は、専門的

なコンサル等による新たな分析の下、返礼

品協力事業者の新規開拓や新規返礼品の開

発、ＰＲ面の強化などを予定しております。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 財源を確保することが一番大事なことで

す。株式会社岸和田を創設し、企画、開発、

営業、ＰＲ等、商売するということに力を

入れ、各地方に岸和田市のよいところをし
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っかりＰＲ、発信して、ふるさと寄附の財

源確保に向けた取組を要望して、この質問

を終わります。 

 次に、押し込み強盗への対策についてで

すが、市が現在行っている防犯活動につい

ては理解しました。しかし、さらなる取組

の必要性を感じています。特に今は市民の

不安を少しでも減らすため、岸和田警察な

どと連携し、防犯対策についての広報活動

を行うことが重要ではないでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 生嶋市民環境部長。 

○生嶋雅美市民環境部長 

 議員御指摘のとおり、市としても広報活

動の必要性を感じております。つきまして

は、広報きしわだの特集記事で情報発信が

できるよう、早急に庁内関係部署との調整

を進めてまいります。また、掲載内容につ

いても、岸和田警察や岸和田防犯協議会と

連携して行うことができるよう調整を進め

ることといたします。 

 広報きしわだへの掲載は、比較的年齢層

の高い方々への情報伝達において、より効

果があると考えます。防犯対策情報を分か

りやすく発信し、強盗や特殊詐欺などへの

対策に取り組んでいただくためのきっかけ

づくりを図ってまいります。また、これに

より、市民自身が犯罪の発生しにくいまち

づくりを行うことの意識づけにつながれば

と考えております。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 近年、悪質な強盗や特殊詐欺が多発して

おり、本市も啓蒙活動を強化し、岸和田警

察や岸和田防犯協議会はもちろんのこと、

町会や青少年指導員等、ボランティア活動

団体の皆さんにも協力していただき、しっ

かり連携を取って安心・安全なまちづくり

を目指すことを要望して、この質問は終わ

ります。 

 次に、避難所となる公民館等へのエアコ

ン設置についてですが、危機管理部の考え

は分かりました。それでは、現状の公民館

において、部屋によって空調がある、ない

という部分についてどのように考えている

のか、生涯学習部の考えをお聞かせくださ

い。 

○烏野隆生議長 

 池内生涯学習部長。 

○池内正彰生涯学習部長 

 近年、酷暑の影響等により気温の上昇が

激しく、建物の内外を問わず熱中症になる

危険性が高まっているということは認識し

ているところでございます。 

 現状の公民館等におきましては、空調設

備がない部屋では室内扇風機でありますと

かスポットクーラーの活用のほか、空調設

備がある隣の部屋からの冷気を送風機で送

るなど、利用者の暑さを少しでも和らげる

ような対策を取っているところでございま

す。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 様々な対策を取られていることは理解で

きました。その一方で、令和４年度には、

本市小中学校の体育館に大型のスポットク

ーラーを安価で設置し、好評を得ていると

聞いています。大芝地区公民館や城北地区

公民館、箕土路青少年会館の体育館等にも

そのようなクーラーを設置し、公民館など

の利用者が快適に利用できるように検討し

ていただきたいのですが、どうでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 池内生涯学習部長。 

○池内正彰生涯学習部長 

 公民館等につきましては老朽化が進んで
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おりまして、耐震性に欠けて利用者の利用

の安全性が確保できない施設が存在するこ

とから、それらの課題を解消いたしまして、

今後も利用者が安全・安心に利用でき、市

民ニーズに応える魅力ある施設として再編

していくために、令和３年３月に岸和田市

立公民館及び青少年会館再編基本方針を策

定しまして、その後、この方針を基に、令

和５年９月に岸和田市立公民館及び青少年

会館再編第１期実施計画を策定したところ

でございます。 

 現在これらの再編に向けた具体的な取組

を進めているところでございまして、議員

御指摘の空調設備の設置の対応につきまし

ても、それらの進捗状況と併せて、利用者

のニーズも見極めながら、避難所を所管す

る危機管理部とともに総合的に判断してま

いります。 

○烏野隆生議長 

 河合議員。 

○５番 河合達雄議員 

 今年10月の公民館まつりでも市民の皆さ

んがかなり暑いと言っていましたので、公

民館の利用者が快適に利用できるよう検討

していただきたいのと、災害になると公民

館などが避難所になるので、指定された施

設にはエアコンが必要になります。災害時

にも対応できるよう、早期設置を要望して、

私の質問を終わります。 

○烏野隆生議長 

 暫時休憩します。 

   午後２時38分休憩 

   午後３時再開 

○烏野隆生議長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 この際、お諮りします。 

 本日の会議時間は、議事の都合によりあ

らかじめこれを延長したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○烏野隆生議長 

 御異議なしと認めます。よって、本日の

会議時間は延長することに決しました。 

 一般質問を続行します。 

 まず、岩﨑議員。 

   （19番 岩﨑雅秋議員登壇） 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 議長より発言のお許しを頂きましたので、

一般質問に参加させていただきます。公明

党の岩﨑雅秋です。理事者の皆様方におか

れましては、質問の趣旨を御理解いただき、

的確な御答弁を頂きますようよろしくお願

いいたします。議員の皆様方におかれまし

ては、しばらくの間御清聴賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして質問させて

いただきます。 

 １つ目は、今まで様々な方が質問をされ

ています、落書きとタバコのポイ捨て対策

について質問します。 

 まずは落書きですが、本市のホームペー

ジを見ると、落書きは、まちの美観を損ね

るだけでなく、周囲の人に不快感を与え、

さらには地域の環境、治安を悪化させ、犯

罪へとつながる危険性を持っています。市

では、落書きのないきれいなまちづくりを

目指すため、町会の皆様が行う落書き消去

活動に必要な物品を無償で貸し出し、支給

します。地元の美化活動にぜひ御活用くだ

さいとありますが、その内容と活用状況に

ついてお答えください。 
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 続いて、たばこのポイ捨て対策ですが、

啓発活動の内容と状況をまずはお答えくだ

さい。 

 ２つ目の質問として、スズメバチの巣等

を駆除しようとすると非常に危険ですが、

本市の担当課に連絡しても、現状は駆除業

者を紹介しているだけと伺っています。 

 お隣の和泉市では、65歳以上の高齢者、

障害者で構成された世帯を対象に、交付申

請１回当たり２万円を限度額として蜂の巣

の駆除費の３分の２までを補助しています。

また、それ以外の世帯の方は、御自分で駆

除する場合、防護服、ヘルメット、つなぎ

服、手袋、長靴と駆除用スプレーを市が無

料貸出ししています。無料貸出しと言われ

ても危険なのでプロに頼むほうがよいと思

うので、これは要らないとして、全世帯に

対して、業者に依頼し限度額を工夫しての

補助制度をと考えますが、見解をお答えく

ださい。 

 ３つ目の質問として、獣害対策について

質問します。 

 野生鳥獣の捕獲については、狩猟と許可

捕獲を除き、鳥獣の保護及び管理並びに狩

猟の適正化に関する法律にて原則禁止され

ていますが、鳥獣による農林水産業等に係

る被害状況を踏まえ、被害防止のための施

策を総合的かつ効果的に推進し、農林水産

業の発展及び農山漁村地域の振興に寄与す

ることを目的とした鳥獣被害防止特別措置

法が平成19年12月に制定されています。 

 獣害被害の対策については、当該法律に

基づき、農林水産大臣が策定した基本指針

に即した被害防止計画を市町村が作成し、

被害防止のための総合的な取組を実施する

ことになっています。 

 本市では、令和４年度から令和６年度ま

でを計画期間とする岸和田市鳥獣被害防止

計画を策定していて、イノシシ、アライグ

マ、カラス、カワウを対象とした防護、捕

獲、地域の環境整備の３本柱を基本とした

対策を実施していて、岸和田市における予

算措置としては、一般社団法人大阪府猟友

会岸和田支部を母体とする岸和田有害鳥獣

捕獲隊への有害鳥獣捕獲業務とアライグマ

処置及び担い手確保に向けた狩猟免許試験

予備講習会受講料の補助金交付が行われて

います。 

 その中、イノシシに関する被害について

は、神於山周辺及び山間部にて周辺にわた

って被害があり、農作物については、従来

の水稲、芋類、タケノコに加えて、今まで

損害のなかった種類でも被害が発生してい

て、今後さらに多岐にわたると思われます。

また、農作物だけでなく農道、林道の地盤

崩壊等も見受けられており、人的被害の懸

念もあると思われます。 

 生息状況については、他地域からの流入

もあるため、個体数調整により分布域を拡

大させないことに加え、侵入防止柵の設置

が必要だと思われますが、整備方針と事業

の流れ等についてお示しください。 

 以上で１回目の質問を終わります。２回

目以降の再質問は自席にて質問させていた

だきます。御清聴ありがとうございました。 

○烏野隆生議長 

 生嶋市民環境部長。 

○生嶋雅美市民環境部長 

 御質問の１．落書きとタバコのポイ捨て

対策についてお答えいたします。 

 落書きにつきましては、令和４年７月か

ら消去活動の支援をしているところでござ

います。支援の内容は、町会等の団体が実

施する落書き消去活動を支援し、きれいな

まちづくりを実現することを目的に、ペン

キ等塗料の支給及び塗料を塗るための機材

の貸出し、高圧洗浄機の貸出しも行ってお

ります。 
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 消去作業につきましては、町会等の活動

団体にお願いするところですが、まちの皆

さんが苦労して落書きを消していただくこ

とで、まちを挙げて落書きをなくそうとい

う地域住民の機運醸成にもつながり、新た

な落書きをさせないという抑止力にもつな

がるものと考えております。支援実績につ

きましては、令和４年度は７件、令和５年

度は５件、令和６年度は11月現在ですが、

５件の申請実績がございます。 

 次に、ポイ捨てに関しましては、禁止啓

発看板を支給させていただいております。

支給件数は、令和３年度が20件、令和４年

度は18件、令和５年度は21件となっており

ます。また、ポイ捨て防止に向け、ティッ

シュを配りながらの声かけ活動も実施して

おり、今年度も東岸和田駅前において２回

の実施実績がございます。 

 続きまして、御質問の２．ハチの巣の駆

除についてお答えいたします。 

 蜂の巣の駆除について御相談いただいた

際には、議員御指摘のとおり民間駆除業者

を御案内しております。費用につきまして

は、利用者に御負担いただいております。 

 補助に関する他団体の事例を確認いたし

ますと、和泉市の例のように、年齢制限を

設けて補助金を支給している事例もござい

ますが、蜂被害については年齢に関係ない

事象であるため、年齢制限を設けていない

事例もございます。また、対象とする蜂の

種類も様々な事例がございます。これらに

併せて補助率や上限額など調査研究し、検

討を進めてまいります。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 御質問の３．獣害対策について御答弁申

し上げます。 

 侵入防止柵の整備については、被害農家

からの要望に応じて、鳥獣被害防止総合対

策事業やその他施策を活用し、電気柵及び

防護ネットを設置する旨を定めてございま

す。事業の流れといたしまして、国の支援

メニューである鳥獣被害防止総合対策交付

金を活用する際は、農林水産課内に事務局

を置く岸和田市有害鳥獣対策協議会が大阪

府を通じて農林水産省に交付金申請を行い、

交付金の交付を受ける仕組みとなってござ

います。 

 なお、侵入防止柵の整備計画に基づき設

置いたしました電気柵及び防護ネットにつ

いては、要望のございました農家等が管理

することとなってございます。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 では、落書きとタバコのポイ捨て対策に

ついて再質問します。 

 落書き対策として、町会等が行う消去活

動に対して必要な物品を無償で貸出し、支

給の件は、美化運動の醸成のためにも必要

であることは了解しました。それとは別に、

落書きされたら、その持ち主はやられ損で

すので、町会等が行う消去活動で、落書き

された持ち主からの了解が得られない場合

や、塗りむらやシャッターにペンキを塗る

と閉まらなくなる心配、建物毀損の心配、

作業時にけがをしたときの補償のことなど

があるので、プロの業者に持ち主が依頼し、

その費用の限度額を決めての補助金は出な

いのかと考えますが、見解をお答えくださ

い。 

○烏野隆生議長 

 生嶋市民環境部長。 

○生嶋雅美市民環境部長 

 現制度に加え、業者に委託して落書きを

消去する場合の支援については、他市事例

も研究し検討したいと考えます。 
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○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 私の下にも多くの市民から、落書きが野

放しになっている。岸和田市を訪れた方か

ら、あれは何と言われ、恥ずかしい思いを

した。何とかできないのか等のお叱りの連

絡を頂いています。本市のイメージにつな

がる早急な課題であり、適切な対応をして

いただくことを要望します。 

 続いて、たばこのポイ捨てについては、

岸和田市きれいなまちづくり条例に明記さ

れているものの、いまだに後を絶ちません。

駅周辺もそうですが、よく聞くのが、駅か

ら少し離れた住宅街に吸い殻を捨てていま

す。 

 そこで、駅から半径１キロメートル圏内

とか何百メートル圏内で時間帯を決めて喫

煙禁止区域を設けることはできないでしょ

うか、お伺いします。 

○烏野隆生議長 

 生嶋市民環境部長。 

○生嶋雅美市民環境部長 

 喫煙禁止区域につきましては、議員御指

摘の区域案も参考に、どういった区域設定

がよいのか、また、時間帯の設定について

も研究検討してまいります。 

 また、喫煙禁止区域を設ける場合は、喫

煙者の権利を守りつつ、喫煙を望まない方

への配慮も必要となり、喫煙所の整備もセ

ットで検討する必要があるものと考えます。

庁内関係部署とも調整したいと考えます。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 喫煙者の権利は分かりますが、喫煙を望

まない方にとっては、たまりません。気管

支に疾病を抱えている方からも相談があり

ますが、深刻な問題です。一刻でも早い解

決策を打つように要望します。 

 次に、岸和田市きれいなまちづくり条例

に関連して質問します。 

 落書きは犯罪です。１つ、威力業務妨害

罪。２つ、文化財保護法違反。３つ、軽犯

罪法違反。４つ、迷惑防止条例違反。５つ、

建造物損壊・器物損壊罪など、適用される

罪や実際の犯行内容によっては逮捕された

り罰を科されたりします。 

 岸和田市きれいなまちづくり条例には行

政刑罰、罰金は設けていませんが、刑法と

は別に行政刑罰として罰則規定を置いてい

るところが奈良県、豊島区、千葉市、鎌倉

市、日立市、横浜市、相模原市、忠岡町、

北九州市などがあります。 

 ２年前に他の議員の質問に対して、他の

自治体の取組も参考にしながら今後調査研

究してまいりたいと考えておりますとの答

弁がありましたが、その後、調査研究した

結果、罰則規定を置き罰金を科すことへの

見解に変化はあったのでしょうか。また同

じく、同条例のたばこのポイ捨てに関して

罰金を科すことへの見解をお答えください。 

○烏野隆生議長 

 生嶋市民環境部長。 

○生嶋雅美市民環境部長 

 他市の事例でも、過料を条例内において

規定している事例は確認しております。一

方で、先進事例について調査いたしますと、

取締りや違反した場合の過料を実際に適用

する体制が確保できずに、実効性が乏しい

であったり、体制をつくるとなると、大き

な財政負担や人員配置が必要となるなどの

課題があることを確認しております。 

 先行している自治体にも聞き取りし、引

き続き課題への対処方法や条例の実効の効

果などについて研究検討いたします。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 
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○19番 岩﨑雅秋議員 

 本市にはきれいなまちづくり条例があり

ますが、絵に描いた餅にならないように、

実効性のある具体的な対策を要望し、この

質問は終わります。 

 次に、ハチの巣の駆除については、山手

から浜手まで全世帯に関わる事案です。市

民の困り事に少しでもお役に立てる対応を

要望し、この質問は終わります。 

 続いて、獣害対策について再質問します。 

 鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、

電気柵及び防護ネットの設置を進めるとい

う方針であることを確認させていただきま

したが、補助採択されるためには、わな等

の捕獲機材等を一体的に設置することのほ

か、受益農家の戸数が原則３戸以上との条

件がありますが、本市内における活用実績

をお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 本市における活用実績はございません。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 本市における活用実績はないということ

を確認させていただきました。 

 受益農家の戸数が原則３戸以上というこ

とで、自己負担を伴う合意形成がなされな

い実情があると思いますが、侵入防止柵の

設置以外に農地を防護する方法として、イ

ノシシが嫌う音や臭いによる対策があると

思います。臭いに特徴のあるハーブやトウ

ガラシは、イノシシ対策の手軽な方法とし

て農地の周りに栽培されているケースがあ

ります。また、イノシシ用の忌避剤を散布

する等の対策も行われているようです。さ

らに、先日、農地の周りに砂利を敷き詰め

るとイノシシが踏んだ際に音が出るため、

侵入防止の効果があるというテレビ放映が

なされていました。 

 このような多額の費用を要しない手軽な

方法により対策を講じることができればよ

いと考えますが、ハーブや砂利の効果をど

のように捉えているのか、見解をお聞かせ

ください。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 公益社団法人日本畜産学会等における既

往の文献によりますと、忌避剤や超音波等

の対策を講じた後、イノシシが現れなくな

ると、効果があると判断される傾向にある

ものの、環境に変化が起きたことをイノシ

シが察知して警戒したために現れなくなっ

た可能性が高く、永続的な効果は望めない

という指摘がなされてございます。 

 さらに、イノシシは、身の危険が及ばな

いと判断すれば必ず慣れが生じるだけでな

く、逆に餌場と臭いを結びつけて学習して

しまう可能性があることも指摘されており

ますので、現時点では万全の対策ではない

というふうに捉えてございます。 

 なお、テレビ放映された砂利による対策

につきましては、関係機関にも問合せいた

しましたが、既往の文献等もなく、現時点

で効果に対する見解はございません。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 ハーブや砂利の対策では永続的な効果が

望めないということです。このような状況

を踏まえ、単独農家が電気柵を設置する場

合に市が独自に補助を行う制度を設けるこ

とができないのか、見解をお聞かせくださ

い。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 
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○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 農地の餌資源を低減させることや個々の

農地に電気柵を設置することなど、自助に

よる獣害対策は全ての基本であります。そ

の一方で、効果的な対策に取り組む際には、

地域ぐるみの共助活動も有効であることか

ら、公助としての行政支援として国が様々

な支援メニューを創設していただいており

ます。 

 現在、市として独自の補助制度を創設す

る予定はございませんが、着実な被害軽減

のためには、鳥獣被害を一人一人の問題と

して捉えつつ、集落を挙げて取り組めるよ

う推進していくことが重要であるという観

点から、他市先進事例の調査研究を行いつ

つ、対策の充実に努めてまいります。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 イノシシの被害に遭った農家は、電気柵

についての市の補助がちょっとでもあった

ら助かると嘆いていました。河内長野市で

は、個人による申請で、補助対象経費の３

分の１以内の額で上限を20万円として補助

しています。松本市や武雄市、神奈川県愛

川町などで補助しています。府内で作付面

積も農産物の生産額も２位を誇る本市とし

ても、農業、農家を守る施策として市の補

助を要望します。 

 では、近年、イノシシが市街地へ出没し、

人身被害や生活被害等を引き起こす事例が

見受けられます。先日も姫路市中心部の住

宅街に体長1.2メートルのイノシシが出没し、

男性会社員や園児ら子供３人と保育士２人

が襲われ、このうち３歳の男児が手を骨折

する重傷を負ったとの報道がありました。

姫路市では、警察が出動して捕獲作業が行

われ、地元自治会も町内放送で住民に注意

を促す取組がなされました。 

 現在本市では人慣れした特定のイノシシ

個体が恒常的に出没する事例がありません

が、突発的に個体が出没し人的被害が引き

起こされる懸念があります。市街地に出没

したイノシシへの対応は、住民や作業者に

危険が伴ったり、様々な関係機関や地域と

の調整が必要になると思われますが、どの

ような対応を取られるのか、現在の状況を

含めお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 突発的に個体のイノシシが出没した際、

通常イノシシの保護、管理に関係しない機

関に出没情報が通報された際にも適切に対

応できるよう、関係機関の連携、連絡体制

の整備及び基本的な対応手順を共有するこ

とが望ましいと認識してございます。 

 イノシシを含む大型野生獣の出没等緊急

対応については、出没による人身への危害

の未然防止を図ることを目的に、市町村、

大阪府、警察、大阪府猟友会等の関係者が

連携して適切な対応を行うためのマニュア

ルを大阪府動物愛護畜産課が作成しており、

本市におきましてもこれに即した対応を行

うことになってございます。 

 現在の状況でございますが、マニュアル

において、危機事象が発生した場合の総合

調整は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の

適正化に関する法律に基づく特別許可によ

る有害鳥獣捕獲の許可権限を持つ市町村が

中心となり、大阪府はこれに協力する旨が

記載されてございます。本市では、情報を

早期に収集し、関係者の連携の下、適切な

対応を行うための情報連絡体制を整備して

ございます。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 
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 では、実際に人身への危害があると思わ

れる場合の対応についてお聞かせください。 

○烏野隆生議長 

 船橋魅力創造部長。 

○船橋恵子魅力創造部長兼農業委員会事務局長 

 対策の遂行に当たり、人身への危害を防

止するため当該野生獣を捕獲せざるを得な

いと判断される場合は、市町村が実施主体

となり、捕獲従事者として猟友会等の協力

を得て捕獲を行うことになります。 

 なお、実施に当たっての手続については、

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に

関する法律及び知事が定める鳥獣保護管理

事業計画並びに市町村長等が定める有害鳥

獣捕獲実施要領に基づくものとし、市町村

長は速やかな許可に努める旨がマニュアル

に記載されておりますが、マニュアルによ

り難い事態が発生した場合には、大阪府泉

州農と緑の総合事務所みどり環境課、大阪

府動物愛護畜産課等と早急に協議し対応す

ることになってございます。 

○烏野隆生議長 

 岩﨑議員。 

○19番 岩﨑雅秋議員 

 突発的にイノシシが出没する原因として

は、緑地や河川など、イノシシの好む環境

が移動ルートとなり、市街地へ侵入してし

まう事例が多いとお聞きしています。また、

移動ルートに加えて、市街地周辺に存在す

る未収穫果樹や栗やクルミといった堅果類

等が非意図的な餌場としてさらに市街地へ

と誘い込むことを助長する場合もあると思

われます。 

 市街地への出没を抑制する対策として、

移動ルートを分断したり、隠れ場所を取り

除くためのやぶの刈り払い等の環境整備を

関係機関が連携して実施することを要望し

て、質問を終わります。 

○烏野隆生議長 

 次に、橘川議員。 

   （１番 橘川亜紀議員登壇） 

○１番 橘川亜紀議員 

 大阪維新の会の橘川亜紀です。議長より

発言のお許しを頂きましたので、一般質問

に参加させていただきます。議員の皆様に

は、しばらくの間御清聴いただきますよう

よろしくお願いいたします。 

 私からは、今後のチビッコホーム運営に

ついて質問させていただきます。 

 近年、社会構造は大きく変化し、共働き

家庭や独り親家庭が増加しております。そ

れに伴い、長期休暇中のチビッコホームは

子供たちが安全に過ごすための大切な居場

所として、その重要性がますます高まって

いることかと思います。 

 学童保育は、保護者が安心して働くため

の基盤を支えると同時に、子供たちが安心

して成長できる環境を提供するという、家

庭と社会をつなぐ重要な役割を担っている

と言えるでしょう。 

 一方、長期休暇中のチビッコホームにお

いて、保護者の皆様からは、毎日のお弁当

準備が大きな負担になっている。特に夏場

は食中毒のリスクが心配という切実な声が

寄せられています。子供の成長や家庭応援

の強化を目的として昨年４月に新設された

こども家庭庁でも、長期休暇中の昼食問題

は重要な課題として位置づけられており、

同年６月には、学童保育での食事提供をす

ることは妨げず、地域の実情に応じた対応

をとする通達が出されました。 

 こうした背景を受けて、全国の自治体で

は様々な取組が進められております。奈良

市では、夏休み全期間を通じて昼食提供を

実施し保護者の負担軽減を図っており、大

阪府内でも、今年７月に枚方市が民間事業

者との連携により試行事業を実施し、保護

者ニーズや運営上の課題を現在検証してい
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るところです。 

 こども家庭庁が公表した調査結果によれ

ば、長期休暇中に食事提供が行われている

学童施設は全体の約22.8％にとどまってい

るということですが、一方、実施施設では

保護者の高い満足度が得られており、家庭

の負担軽減や子供たちの健全な成長に大き

く寄与しているとの報告もあります。 

 本市においても、人口減少への対応や子

育てしやすいまちの実現を目指している今、

長期休暇中のチビッコホームにおける昼食

提供は検討すべき重要な施策の１つだと考

えます。仮に昼食提供の実現が困難な場合

でも、保護者への情報提供や代替案を通じ

て家庭の負担を軽減する取組は可能ではな

いでしょうか。 

 そこで、昼食提供に関する現状と今後の

可能性について、子育て支援課にお伺いい

たします。長期休暇中の昼食提供について、

保護者や現場からのニーズをどの程度把握

されているでしょうか。また、過去にこの

問題について検討を行ったことがあるか、

お聞かせください。 

 以上で壇上からの質問を終了し、２問目

以降、自席にて一問一答形式で質問いたし

ます。御清聴ありがとうございました。 

○烏野隆生議長 

 大西子ども家庭応援部長。 

○大西謙次子ども家庭応援部長 

 本市のチビッコホームでは、土曜日や夏

休みなどの長期休業期間には昼食の持参を

するよう保護者にお願いしているところで

ございます。我がほうに保護者から昼食を

提供してほしいという直接の要望は受けて

おりませんので、これまでニーズ調査や昼

食の実施に向けた検討をしておりません。 

 ニーズ調査とは異なりますが、昨年、夏

休み期間中に、昼食に関して、自宅から昼

食を持参せずに登校してくる児童がいない

かといったような調査をさせていただきま

したが、数名の児童がおったわけなんです

けれども、単に持ち忘れがあっただけで、

何らかの事情で常態化しているというケー

スは確認できておりません。 

○烏野隆生議長 

 橘川議員。 

○１番 橘川亜紀議員 

 現状では昼食提供を求める声が大きく寄

せられてはいないということですけれども、

一方で、全国的には働き方や家庭環境の変

化に伴い昼食提供を求めるニーズが高まっ

ている例が見受けられることから、岸和田

市においても、こうした変化が今後顕在化

する可能性は否定できません。 

 また、保護者の声が届いていない場合で

も、それが声を上げづらい環境である可能

性を考慮する必要がございます。例えば、

働く保護者が日々の忙しさから声を届ける

余裕がない、どう改善されるべきか明確に

要望を出しにくいといった状況に置かれて

いるケースも少なくありません。 

 これらを踏まえますと、事前に保護者ニ

ーズを把握するための調査やヒアリングを

行うことが、今後の施策を進める上で重要

なステップとなると考えます。先ほど例に

挙げた枚方市では、放課後施策に関する調

査として、家庭の状況や放課後の過ごし方

などについてのアンケートを実施しており

ます。その結果、保護者から長期休暇中の

昼食サービス導入を求める声が非常に多く

寄せられたことを受け、試行事業を開始し

ております。 

 本市においても、アンケート調査を通じ

て保護者の声を集め、現状を把握すること

で、より実情に即した施策を検討する余地

があると考えます。このような調査の実施

をぜひ視野に入れていただければ幸いです。 

 次に、職員体制と採用の課題についてお
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尋ねいたします。 

 チビッコホーム運営事業における職員採

用や配置状況について、どのような現状や

課題がありますでしょうか。また、昼食提

供のような新たな施策を進める場合は職員

の負担が懸念されるところですが、体制の

強化について、どのように考えておられる

でしょうか。 

○烏野隆生議長 

 大西子ども家庭応援部長。 

○大西謙次子ども家庭応援部長 

 チビッコホームでは、各ホーム２名の支

援員を配置し運営しております。ここ数年

は待機児童対策としてホームを増設してき

たこともあり、欠員が生じてございます。

採用試験を毎月のように実施しますが、応

募者が少なく、人員の確保に苦慮している

状況でございます。 

 支援員の業務内容についてですが、学校

が終わった後に子供たちを安全に預かり、

様々な活動を通じて成長を支援する大切な

役割を担っております。宿題のサポートや

遊びの指導、社会性を養うためのグループ

活動の企画、運営など、多岐にわたる業務

を通じて子供たちの健やかな成長を支えて

くれています。 

 それに加えまして昼食の提供というよう

な新たな施策を進めるとなると、食物アレ

ルギーへの配慮や感染症や食中毒の発生防

止、また発生時の対応など、さらに支援員

の負担が増し、児童への安全配慮など、保

育の質の低下を招くおそれがあるのではな

いかと考えております。 

○烏野隆生議長 

 橘川議員。 

○１番 橘川亜紀議員 

 職員の採用や配置に関して、慢性的な人

手不足や業務負担の大きさが課題となって

いることが分かりました。この状況で新た

な施策を進めるのが難しいという御意見は、

現場の実情を踏まえますと非常に納得でき

ます。 

 一方で、チビッコホームを利用する保護

者の方々にとって、昼食準備の負担軽減や

子供たちの食の安全が重要な課題であるこ

とも事実です。体制強化も含めた長期的な

視点での議論が必要であり、まずは実現可

能な範囲で具体的な支援策を進めていただ

きたいと考えます。 

 例えば、昼食提供の実現が難しい場合は、

夏場のお弁当の保管方法や栄養バランスの

取れた献立例を保護者へ共有するなど、何

か現実的な支援策を検討していただくこと

は可能でしょうか。 

○烏野隆生議長 

 大西子ども家庭応援部長。 

○大西謙次子ども家庭応援部長 

 議員御提案の夏期の弁当の保存方法、あ

るいは暑さ対策となるような栄養バランス

の取れた献立例を必要に応じて保護者と情

報共有するといった施策の実施につきまし

ては、前向きに検討してまいりたいと思い

ます。 

 一方、昼食を用意できないことが常態化

しているというような御家庭があれば、児

童のみならず家庭全体の生活環境改善につ

ながる支援をしていく必要があるというふ

うに考えております。 

○烏野隆生議長 

 橘川議員。 

○１番 橘川亜紀議員 

 保護者が負担に感じる主な理由として、

時間がない、献立を考えるのが大変、子供

の好き嫌いなどが多く、簡単なレシピや作

り置きのレシピ、衛生面についての情報が

あるとよいという声も聞かれます。これら

のニーズに応える取組は、保護者の負担軽

減に役立つだけでなく、現場の負担を大幅
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に増やすことなく実施可能であるとも考え

ますので、ぜひ御検討いただけますようお

願い申し上げます。 

 また、昼食を用意できない家庭に対する

支援についても言及いただきましたが、こ

れも非常に重要な視点だと感じます。学童

保育をきっかけに、子供たちだけでなく家

庭全体の生活環境改善につながる支援体制

が構築できれば、学童保育が地域の子育て

支援においてさらに大きな役割を果たせる

ようになると期待しております。 

 これらの支援策が進むことで、岸和田市

が目指す子育てしやすいまちとしての実現

に向けた一歩になると考えます。ぜひ現場

の声を大切にしながら検討を進めていただ

ければと思います。 

 次に、企画課にお伺いいたします。全国

的には公民連携を活用して昼食提供の課題

に取り組む事例が増えておりますが、岸和

田市として、民間事業者や地域団体との連

携を活用した取組を検討することは可能で

しょうか。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 本市では今年10月に公民戦略連携デスク

のウェブサイトに企業等からの提案を募集

するページを開設し、地域の課題解決や活

性化等に取り組む企業、大学等の皆様から

の提案を募集しております。 

 企業や大学等との連携により解決を目指

したい地域課題に該当がある場合は、各部

署において課題提出シートを作成し公民戦

略連携デスクに提出することで、対外的に

課題を発信できるスキームを構築しており、

活用が可能となっております。 

 なお、チビッコホームでの昼食提供につ

いては、契約型の提案が想定されますこと

から、競争性の判断や透明性の確保の観点

から、入札やプロポーザル方式等の手法に

よる連携パートナーの選定が必要と考えま

す。 

○烏野隆生議長 

 橘川議員。 

○１番 橘川亜紀議員 

 本市における公民連携の取組として、公

民戦略連携デスクを活用し、地域課題の解

決に向けた新たな可能性を広げている点は

大変意義深いものと感じます。このスキー

ムの活用により、地域の課題に対して柔軟

かつ効果的に対応できる仕組みが整備され

つつあることに期待を寄せております。 

 例えば、東京都港区ですが、区が弁当配

送業者と直接契約を行い、保護者が専用シ

ステムを通じて簡単に注文できる仕組みを

導入しております。この取組では、区が配

送費を負担し、保護者は１食当たり520円で

弁当を利用できます。保護者はスマートフ

ォンを使った注文システムを通じて前日の

正午までに申込みと支払いを完了すること

で、業者が学童施設へスムーズに弁当を配

送し、施設と注文情報を共有する仕組みが

整えられております。 

 この事例は、自治体が民間の専門性を活

用し、保護者の利便性向上と子供たちへの

安全かつ衛生的な食事提供を両立している

優れた取組かと思います。また、オンライ

ンシステムを活用した効率的な運営は、住

民サービスの質を向上させる１つのモデル

ケースとして参考にできるのではないでし

ょうか。 

 本市においても、こうした他自治体の先

進事例を参考に、保護者の負担軽減や子供

たちが安心して過ごせる環境の整備を検討

することは十分可能ではないかと考えます。

特に、情報共有や運営の透明性を確保しな

がら柔軟に地域の課題に対応できる公民連

携の可能性について、ぜひ前向きに検討い
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ただければと存じます。 

 また、先ほど子育て支援課への要望で挙

げた保護者向けの献立、レシピ情報の提供

についても、大学や専門機関と自治体が連

携して実現している事例が全国的に増えて

きております。 

 具体的には、栄養学を専門とする大学が、

学生の学びの場として学童保育向けのレシ

ピや栄養バランスのガイドラインを開発し、

自治体を通じて保護者に提供するという仕

組みです。 

 このような取組は、自治体が新たな財政

負担をすることなく、大学の専門性を生か

しながら家庭での昼食準備をサポートでき

る効果的な施策です。また、保護者の負担

軽減に加え、子供たちの食育推進にも寄与

するなど、学童保育を利用する家庭にとっ

て多方面の利点をもたらすかと思います。 

 こうした事例に学び、本市においても大

学や専門機関との連携を進め、レシピや栄

養情報の提供といった現実的な支援策の実

現を目指すことをぜひ御検討いただきたい

と思います。 

 さらに、公民連携を活用した取組は、昼

食提供に限らず、子育て支援全般の拡充に

も応用が可能です。子育て世代の多様化す

るニーズに対応する施策は、岸和田市の魅

力を一層高め、転入促進や地域活性化を支

える重要な基盤となると考えます。本市と

して、こうした変化に対応するための公民

連携の可能性について、どのように捉えて

おられるでしょうか。また、子育て支援施

策の拡充が市の未来に果たす役割について、

どのようにお考えでしょうか。 

○烏野隆生議長 

 西川総合政策部長。 

○西川正宏総合政策部長 

 総合計画、将来ビジョン・岸和田の第１

期基本計画では、子育てしやすい岸和田の

実現を重点目標に掲げており、子育て支援

施策に関しましては、保育量の確保のため

の待機児童対策に取り組んでいるところで

ございまして、議員御指摘のとおり、ニー

ズに応じた学童保育を行うことも基本計画

における行政の役割として認識しておりま

す。また、子育て支援策の拡充におきまし

ても、同じく議員御指摘のとおり、転入促

進や市の魅力向上につながると考えており

ます。 

 一方で、拡充によって学童保育の利用希

望者が増えますと、現状の体制では待機児

童を増やしてしまう可能性もございます。

現在目標として掲げている学童保育の待機

児童数ゼロを目指している中、議員御指摘

のようなソフト面の取組を充実させるため

には、並行してハード面においても保育量

を今以上に確保する必要があり、子育て支

援に関する施策は総合的かつ慎重に検討す

べきと考えております。 

 広報広聴課で行っております子育て世代

へのシティセールスは、市の情報を効果的

に発信することを目指した取組でございま

すので、子育て施策を拡充した際には的確

に情報発信すべきと考えております。 

 また、公民連携を活用した取組の可能性

につきましては、民間企業が連携したい自

治体を選ぶ際、地域課題に関する情報提供

が積極的に行われていることを重要視して

いること、また、課題を明確にすることで、

新たな企業等からのアプローチやより効果

的な連携につながることが期待されること

から、先ほど答弁させていただきました対

外的に課題を発信できるスキームの活用を

各部署に促すとともに、課題提出シート作

成のサポートを公民戦略連携デスクとして

も行ってまいります。 

○烏野隆生議長 

 橘川議員。 
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○１番 橘川亜紀議員 

 御答弁いただきましたように、岸和田市

が目指す子育てしやすいまちの実現には、

子育て支援施策の充実が欠かせません。特

に待機児童ゼロを目指す現状の取組と、今

後のソフト面及びハード面のバランスを考

慮した施策の検討が重要であるという点に

ついて、企画課からの御説明を受け、改め

てその必要性を実感いたしました。 

 また、公民連携を活用した取組について、

課題を明確に発信することで新たなパート

ナーシップを構築できる可能性が広がると

いう点は、今後の施策推進における大きな

鍵であると考えます。 

 他自治体の事例に見られますように、民

間の専門性を積極的に活用しながら市民の

多様なニーズに応える柔軟な取組は、地域

課題解決の重要な手段となります。特に子

育て支援施策の充実は、単なる福祉施策に

とどまらず、市の魅力を向上させ、転入促

進や地域活性化にも寄与するものです。こ

のような施策を推進するに当たっては、現

場の声を尊重し、市民目線に立った取組を

着実に進めていただけるようお願いいたし

ます。 

 最後になりますが、子供たちが健やかに

成長し、保護者が安心して生活を送ること

ができる環境づくりは、岸和田市の未来を

形づくる最も重要な基盤であります。これ

まで取り組まれてきた施策をさらに発展さ

せ、住民一人一人が住み続けたいと思える

まちづくりにつなげていただきたいと強く

願っております。 

 以上で私の質問を終わります。御清聴あ

りがとうございました。 

○烏野隆生議長 

 この際、お諮りします。 

 本日の会議はこの程度にとどめ、延会し

たいと思います。これに御異議ありません

か。 

   〔「異議なし」の声あり〕 

○烏野隆生議長 

 御異議なしと認めます。よって、本日は

延会することに決しました。 

 本日はこれにて延会します。 

   午後３時47分延会 


